
地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

北海道
札幌市住宅エコリ
フォーム補助事業

札幌市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

建設業の許可を受け
た、札幌市内に主た
る営業所を有する事
業者が施工する基準
工事費が30万円以
上の工事

③その他の
要件

・札幌市内の住宅を所有
（または居住）している、
札幌市民若しくは営利法
人で、下記条件を満たす
こと。
①　申請者が個人の場
合は、満20歳以上で、市
税を滞納していないこと。
②　申請者が法人の場
合は、市内に事業所（本
店または支店）を有し、市
税を滞納していないこと。
③　申請者が住宅の所
有者でない場合は、所有
者の同意書が必要。

市内の住宅で、次に掲
げるもの。（賃貸住宅
や、空家も含みます。）
①　戸建住宅
②　長屋・共同住宅の住
戸部分

③その他

同じ対象部位で、国、北
海道又は、札幌市の他
の助成制度と重複しな
いこと

⑥その他

市で定める基準工事費に
応じて決定
（基準工事費とは、それぞ
れの対象工事項目に対し
て、札幌市が平均的な工事
費用として定めた金額）

市で定める基準工事費の
10%で、戸当り50万円が限
度（千円未満切捨て）

北海道
札幌市住宅エコリ
フォーム補助事業

札幌市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

建設業の許可を受け
た、札幌市内に主た
る営業所を有する事
業者が施工する基準
工事費が30万円以
上の工事

③その他の
要件

・札幌市内の住宅を所有
（または居住）している、
札幌市民若しくは営利法
人で、下記条件を満たす
こと。
①　申請者が個人の場
合は、満20歳以上で、市
税を滞納していないこと。
②　申請者が法人の場
合は、市内に事業所（本
店または支店）を有し、市
税を滞納していないこと。
③　申請者が住宅の所
有者でない場合は、所有
者の同意書が必要。

市内の住宅で、次に掲
げるもの。（賃貸住宅
や、空家も含みます。）
①　戸建住宅
②　長屋・共同住宅の住
戸部分

③その他

同じ対象部位で、国、北
海道又は、札幌市の他
の助成制度と重複しな
いこと

⑥その他

市で定める基準工事費に
応じて決定
（基準工事費とは、それぞ
れの対象工事項目に対し
て、札幌市が平均的な工事
費用として定めた金額）

補助対象の工事費と別に
定める標準的な工事費用
を比較して、いずれか少な
い金額の10%

北海道
札幌市住宅資金融資
制度

札幌市 ①耐震改修

高齢の方や障がいのある
方の居住性を良好にする
目的で行うバリアフリー化
工事等

②融資（無利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

〔申込者〕
・市民で、対象者、もしく
は対象者と同居（予定）
の申込時20歳以上の親
族（対象者と親子関係は
別居可）
・市税を滞納していない
・前年度所得が1,200万
円以下
〔対象者〕
対象工事を行う住宅に住
んでいる、もしくは住む予
定の満55歳以上の方、
障がいがある方
※耐震改修工事は、対
象者の制限なし。

札幌市内でリフォームを
行う住宅

③その他

同じ対象部位で、国、北
海道又は、札幌市の他
の助成制度と重複しな
いこと

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

金融機関からの借入金３０
０万円（無落雪屋根改修を
含む場合４００万円）まで
を、無利子で融資
返済期間は１５年以内(無
落雪屋根改修工事は２０年
以内）

北海道
札幌市住宅資金融資
制度

札幌市
②バリアフリー
改修

高齢の方や障がいのある
方の居住性を良好にする
目的で行うバリアフリー化
工事等

②融資（無利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

〔申込者〕
・市民で、対象者、もしく
は対象者と同居（予定）
の申込時20歳以上の親
族（対象者と親子関係は
別居可）
・市税を滞納していない
・前年度所得が1,200万
円以下
〔対象者〕
対象工事を行う住宅に住
んでいる、もしくは住む予
定の満55歳以上の方、
障がいがある方
※耐震改修工事は、対
象者の制限なし。

札幌市内でリフォームを
行う住宅

③その他

同じ対象部位で、国、北
海道又は、札幌市の他
の助成制度と重複しな
いこと

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

金融機関からの借入金３０
０万円（無落雪屋根改修を
含む場合４００万円）まで
を、無利子で融資
返済期間は１５年以内(無
落雪屋根改修工事は２０年
以内）

北海道
札幌市住宅資金融資
制度

札幌市
⑤リフォーム促
進

高齢の方や障がいのある
方の居住性を良好にする
目的で行うバリアフリー化
工事等

②融資（無利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

〔申込者〕
・市民で、対象者、もしく
は対象者と同居（予定）
の申込時20歳以上の親
族（対象者と親子関係は
別居可）
・市税を滞納していない
・前年度所得が1,200万
円以下
〔対象者〕
対象工事を行う住宅に住
んでいる、もしくは住む予
定の満55歳以上の方、
障がいがある方
※耐震改修工事は、対
象者の制限なし。

札幌市内でリフォームを
行う住宅

③その他

同じ対象部位で、国、北
海道又は、札幌市の他
の助成制度と重複しな
いこと

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

金融機関からの借入金３０
０万円（無落雪屋根改修を
含む場合４００万円）まで
を、無利子で融資
返済期間は１５年以内(無
落雪屋根改修工事は２０年
以内）

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等
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工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
札幌市木造住宅耐震化促
進事業

札幌市 ①耐震改修
①補助（診断士派遣
を含む）

④その他の要件

診断：本市内にある建築
士事務所に所属の建築士
（本市に登録されたものに
限る）
設計：同上
工事：建設業法の許可を
受けているもの

③その他の要件

診断：建物所有者
設計：①建物所有者②市税を
滞納していないもの
工事：設計に同じ

・昭和56年5月31日以前に在
来軸組工法で建築または着
工されたもの
・地上階数が3以下で、木造部
分の階数が2以下のもの
・住宅部分の床面積が延べ床
面積の1/2以上のもの

③その他

耐震改修工事に関する本市
融資制度の利用者は除く（国
等の助成制度との重複は想
定していない）

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

診断：費用の2/3かつ3万円
設計：費用の2/3かつ10万円
工事：費用の23％かつ40万円

北海道
札幌市民間建築物耐震化
促進事業（分譲マンション
含む）

札幌市 ①耐震改修
①補助（診断士派遣
を含む）

②都道府県（市区町
村）内の事業者

本市内にある建築士事務
所に所属の一級建築士
（本市に登録されたものに
限る）

③その他の要件 建物所有者

・昭和56年5月31日以前に建
築基準法に基づく確認を受け
て着工したもので、かつ同法
に基づく検査済証の交付を受
けたもの
・地上階数3以上かつ延べ面
積1,000㎡以上であること
・RC、SRC、Sであること
・診断や設計に必要な関係図
書があることまたは準備でき
ること

③その他
国等の助成制度との重複は
想定していない

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

診断：費用の2/3かつ150万円
設計：費用の2/3かつ500万円

北海道
札幌市民間建築物吹付け
アスベスト対策事業（住宅
含む）

札幌市 ④災害予防
①補助（診断士派遣
を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 建物所有者

吹き付けられた建材のうち、
分析調査はアスベストが施工
されている恐れのあるもの、
除去等工事はアスベストが施
工されているもの

③その他
国等の助成制度との重複は
想定していない

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

分析：調査に要する費用かつ25
万円
工事：費用の2/3かつ120万円

北海道

札幌・エネルギーeco
プロジェクト(市民向
けエネルギーeco資
金補助)

札幌市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

① 1種類の省エネ・新エ
ネ設備を新たに設置しよ
うとする方
② 自ら居住する市内の
住宅に対象機器を設置し
ようとする方
③ 市内にある自ら所有
する賃貸共同住宅に対
象機器を設置しようとす
る方
④ 市内にある区分所有
住宅の共用部に対象機
器を設置しようとする管
理組合
⑤ 市税の滞納がない方

特になし ③その他

23年度に「札幌・エネル
ギーecoプロジェクト」及
び「札幌・エネルギー
eco+プラス」を使用して
いないこと

特になし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

定額
・太陽光発電設備 4万円
/kW
(上限12万円）
・太陽熱利用システム 10万
円
・ペレットストーブ 5万円
・地中熱ヒートポンプ 20万
円
・ガスエンジン給湯暖房機・
ガスエンジンコジェネレー
ションシステム 6万円
・エコジョーズ 4万円
・エコキュート 6万円
・ヒートポンプ温水暖房 7万
円
・エコフィール 2万円
・エネファーム(家庭用燃料
電池)　10万円

定額

北海道
札幌・エネルギー
eco+プラス(市民向け
eco+プラス)

札幌市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

① 2種類以上の省エネ・
新エネ設備を新たに設置
しようとする方
② 自ら居住する市内の
住宅に対象機器を設置し
ようとする方
③ 国から補助を受ける
団体から設備設置の費
用に対し補助を受けない
方
④ 市税の滞納がない方

特になし ③その他

同じ対象設備で、国、北
海道又は、札幌市の他
の助成制度と重複しな
いこと

特になし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

定額
・太陽光発電設備 9万円
/kW
(上限27万円）
・太陽熱利用システム 10万
円
・ペレットストーブ 5万円
・地中熱ヒートポンプ 20万
円
・ガスエンジン給湯暖房機・
ガスエンジンコジェネレー
ションシステム 6万円
・エコジョーズ 4万円
・エコキュート 6万円
・ヒートポンプ温水暖房 7万
円
・エコフィール 2万円

定額

北海道
岩見沢市あんしん住
まいづくり助成金

岩見沢市 ⑥その他

住宅の安全性、耐久性及
び居住性の向上を図り、市
民が永く安心して住み続け
られる住まいづくりを推進
し、居住環境の向上及び定
住人口の増加に資するとと
もに、市内住宅関連産業を
中心とする地域経済の活
性化を図ることを目的とす
る。

①補助
対象：工事費用の
み

②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に本社がある法
人及び個人で岩見沢
市へ届け出た登録建
設業者

③その他の
要件

建築後５年以上経過した
住宅で、市税等に滞納が
ないこと。

工事費税抜き３０万円以
上

①ほかの補助事
業との併用は不
可

住宅エコポイントは除く ②工事費用に応じて決定

一般世帯は工事費用の１
０％上限３０万円。優遇世
帯（６５歳以上、障がい者、
小学生以下の児童が居住
している世帯）は１５％上限
３０万円。
解体工事は工事費用の１
０％上限３０万円。
耐震改修工事等は工事費
用の１５％上限７５万円。

北海道
美唄市住宅改修促進
助成制度

美唄市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

①中小事業者
①高齢者・身
体障害者の
み

６０歳以上の方が居住若
しくは改修工事が完了す
るまでに同居を予定して
いる世帯

市内にある住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

「市税等滞納なし」が条
件

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

対象となる工事費の１/３以
内で１０万円以上２０万円
以下

北海道
美唄市住宅改修促進
助成制度

美唄市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

①中小事業者
①高齢者・身
体障害者の
み

６０歳以上の方が居住若
しくは改修工事が完了す
るまでに同居を予定して
いる世帯

市内にある住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

「市税等滞納なし」が条
件

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

対象となる工事費の１/３以
内で１０万円以上２０万円
以下



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
芦別市住宅改修促進
助成

芦別市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

市内に事業所、営業
所等を有し、建設業
を営む者で、本市の
制度に基づき契約者
の資格登録をし、か
つ本事業に係る指定
業者の申し込みを
行っているもの

③その他の
要件

・本市に住所を有する者
・住宅の所有者であっ
て、かつ当該住宅に現に
居住している者
・市税を滞納していない
者

④要件なし 特になし ⑥その他

建築物の耐震改修の促進
に関する法律第2条第1項
に規定する耐震診断の結
果に基づき必要とされた同
条第2項に規定する耐震改
修として行う改修工事及び
これに伴う外壁、断熱工事
その他の付帯工事で工事
費用（消費税抜き）が100万
円以上のもの

20%

北海道
芦別市住宅改修促進
助成

芦別市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

市内に事業所、営業
所等を有し、建設業
を営む者で、本市の
制度に基づき契約者
の資格登録をし、か
つ本事業に係る指定
業者の申し込みを
行っているもの

③その他の
要件

・次に掲げるいずれかの
者又はその者と現に同
居している者
　ア　65歳以上の者（要
介護認定又は要支援認
定を受けている者を除
く。）
　イ　身体障がい者（身体
障がい者手帳の交付を
受けている者で、芦別市
身体障がい者地域生活
支援事業条例の規定に
基づく日常生活用具給付
事業による居宅生活動
作補助用具の給付対象
者を除く。）
・本市に住所を有する者
・住宅の所有者であっ
て、かつ当該住宅に現に
居住している者
・市税を滞納していない
者

④要件なし 特になし ⑥その他

高齢者等による住宅内で
の事故防止のために行う
次に掲げる対象工事で工
事費用（消費税抜き）が5万
円以上のもの
・手すりの設置
・段差の解消
・滑り防止のための床材の
変更
・引き戸等への扉の取替又
は新設
・様式便器等への取替
・前各号に掲げる工事に附
帯して必要となる改修工事

20%

北海道
芦別市住宅改修促進
助成

芦別市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

市内に事業所、営業
所等を有し、建設業
を営む者で、本市の
制度に基づき契約者
の資格登録をし、か
つ本事業に係る指定
業者の申し込みを
行っているもの

③その他の
要件

・本市に住所を有する者
・住宅の所有者であっ
て、かつ当該住宅に現に
居住している者
・市税を滞納していない
者

特になし ④要件なし 特になし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

改修工事等に要する費用
（消費税抜き）が100万円以
上のもの

20%

北海道
赤平市「あんしん住
宅助成事業」(住宅耐
震改修)

赤平市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に事業所があり
建設業の許可を有し
てしる業者又は個人
事業者。

③その他の
要件

市内に住宅を所有し市税
等の滞納がなく、世帯所
得550万円以下（同一住
宅・同一人一回限り）

耐震診断の結果、耐震
性能が不足していると判
断された住宅で改修後、
建築基準法に適合する
ように改修する住宅が
対象

④要件なし 同一住宅・同一人一回限り ②工事費用に応じて決定
対象工事費100万円以上で
工事費の20％助成

北海道
赤平市「あんしん住
宅助成事業」(住宅用
太陽光システム設置)

赤平市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内に住宅を所有し市税
等の滞納がなく、世帯所
得550万円以下（同一住
宅・同一人一回限り）

新築を含めた全住宅が
対象

④要件なし 同一住宅・同一人一回限り
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

対象工事費100万円以上で
1ｋｗあたり6万円助成

北海道
赤平市「あんしん住
宅助成事業」(住宅リ
フォ－ム)

赤平市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に事業所があり
建設業の許可を有し
てしる業者又は個人
事業者。

③その他の
要件

市内に住宅を所有し市税
等の滞納がなく、世帯所
得550万円以下（同一住
宅・同一人一回限り）

新築後5年以上経過 ④要件なし 同一住宅・同一人一回限り ②工事費用に応じて決定
対象工事費50万円以上で
工事費の10％助成

北海道
赤平市「あんしん住
宅助成事業」(老朽住
宅除却)

赤平市 ⑥その他
耐震化率向上及び住環境
整備

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に事業所があり
建設業の許可を有し
てしる業者又は個人
事業者。

③その他の
要件

市内に住宅を所有し市税
等の滞納がなく、世帯所
得550万円以下（同一住
宅・同一人一回限り）

昭和56年以前に着工し
た住宅（併用住宅含む）

④要件なし 同一住宅・同一人一回限り ②工事費用に応じて決定
対象工事費50万円以上で
工事費の20％助成

北海道
三笠市住まいのリ
フォーム助成事業

三笠市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
市内の工事施工業
者

③その他の
要件

住宅所有者（市内該当住
宅居住者)

建築後5年以上経過住
宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

「市税等滞納なし」が条
件

②工事費用に応じて決定 工事費用50万円以上
工事費用の10％以内( 1万
円以内切捨て)

北海道
滝川市住宅改修支援
補助制度

滝川市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
市内の建設業登録
業者

②低所得者
のみ

世帯総所得が580万円以
下

S56年6月以降（新耐震）
は無条件。
同年5月以前は耐震診
断結果による。耐震改
修工事を含む場合対
象

①ほかの補助事
業との併用は不
可

市の税金滞納が無いこ
と（所有者、業者共）

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震含む場合20%
子育て世帯12%
一般10%
etc

北海道
滝川市住宅改修支援
補助制度

滝川市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
市内の建設業登録
業者

②低所得者
のみ

世帯総所得が580万円以
下

S56年6月以降（新耐震）
は無条件。
同年5月以前は耐震診
断結果による。耐震改
修工事を含む場合対
象

①ほかの補助事
業との併用は不
可

市の税金滞納が無いこ
と（所有者、業者共）

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震含む場合20%
子育て世帯12%
一般10%
etc

北海道
滝川市住宅改修支援
補助制度

滝川市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
市内の建設業登録
業者

②低所得者
のみ

世帯総所得が580万円以
下

S56年6月以降（新耐震）
は無条件。
同年5月以前は耐震診
断結果による。耐震改
修工事を含む場合対
象

①ほかの補助事
業との併用は不
可

市の税金滞納が無いこ
と（所有者、業者共）

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震含む場合20%
子育て世帯12%
一般10%
etc



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
滝川市住宅改修支援
補助制度

滝川市 ⑥その他 耐久性向上
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
市内の建設業登録
業者

②低所得者
のみ

世帯総所得が580万円以
下

S56年6月以降（新耐震）
は無条件。
同年5月以前は耐震診
断結果による。耐震改
修工事を含む場合対
象

①ほかの補助事
業との併用は不
可

市の税金滞納が無いこ
と（所有者、業者共）

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震含む場合20%
子育て世帯12%
一般10%
etc

北海道

永く住まいる（住宅改
修）助成金
（ 既存住宅耐震改修
費助成 ）

砂川市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

 ⑤要件なし ④要件なし

昭和56年5月31日以前
に着工された耐震性能
を有していない住宅の
耐震改修工事

④要件なし 市税滞納がない者 ②工事費用に応じて決定 改修工事にかかる費用
耐震改修工事費の １／１０
※助成金額が20万円未満
の場合は20万円

北海道
永く住まいる（住宅改
修）助成金

砂川市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

 ⑤要件なし
③その他の
要件

対象者が属する世帯の
前年の総所得が550万円
以下であること

１００万円（税抜）以上の
改修工事

①ほかの補助事
業との併用は不
可

住宅エコポイント対象工
事部分を除く

市税滞納がない者 ②工事費用に応じて決定 改修工事にかかる費用 工事費の １／１０

北海道
高齢者等安心住まい
る
（住宅改修）助成金

砂川市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

 ⑤要件なし
③その他の
要件

対象者が属する世帯の
前年の総所得が550万円
以下であること

改修工事３万円以上、
市で指定する安全改修
に必要な工事

①ほかの補助事
業との併用は不
可

要介護または要支援の
認定を受けていない者

市税滞納がない者 ②工事費用に応じて決定 改修工事にかかる費用 工事費の ２/３

北海道
歌志内市住宅改修促
進助成

歌志内市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に本社又は営業
所のある建設業者

④要件なし 特になし ④要件なし ⑥その他
工事費が５０万円以上（税
抜き）の工事

１件につき１０万円

北海道
深川市住宅バリアフ
リー改修助成事業

深川市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

 
②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

介護保険利用部分は対
象外

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

1/5
（まちなかｴﾘｱ1/3）

北海道
深川市住宅耐震改修
促進助成事業

深川市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

 
②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

S56.5.31以前の耐震性
能を有しない住宅が対
象

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

 1/5

北海道
南幌町住宅用太陽光
発電システム設置補
助金

南幌町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

町内に住所を有する者
（実績報告書を提出する
ときまでに本町に住所を
有する予定のものを含
む）

④要件なし
町税等を滞納していな
いこと。

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１ｋｗ当たり７万円（２８万円
上限）
※みどり野団地、稲穂団地
の土地を新たに購入し太陽
光発電システムを設置した
新築の住宅に自ら居住す
る場合は１ｋｗ当たり１０万
円（４０万円上限）

北海道 地域生活支援事業 奈井江町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象設備の設置にか
かる費用

補助対象設備の設置経費
の90%以内

北海道
長沼町住宅リフォー
ム助成金

長沼町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内に事業所のある
法人及び個人事業者

③その他の
要件

・リフォームを行なう住宅
に所有者自らが居住して
おり、過去にこの事業に
よる助成を受けていない
こと。
・暴力団等に所属してい
ないこと

・建築後5年以上経過し
た住宅であること
・工事費の合計が30万
円以上であること

①ほかの補助事
業との併用は不
可

ほかの補助事業による
工事と重複していない工
事は、本事業での助成
対象とする。

申請者及び同一世帯に
属する者全員が町税等
を滞納していないこと

②工事費用に応じて決定
対象事業費の10％（上限30
万円）

北海道
長沼町住宅用太陽光
発電システムモニ
ター補助事業

長沼町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

町内在住 ④要件なし 特になし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

1kw当たり6万円（3kw上限）

北海道
月形町あんしん住宅
補助

月形町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

戸建て住宅を所有し、当
該住宅に住民登録してい
る者。公租公課で滞納の
ない者。

自己の居住用として町
内にあり、建築後５年以
上を経過した住宅。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

他の助成制度摘用を優
先し、当該リフォームの
全部又は一部について
は対象外とする

②工事費用に応じて決定 １０分の２以内

北海道
月形町あんしん住宅
補助

月形町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

戸建て住宅を所有し、当
該住宅に住民登録してい
る者。公租公課で滞納の
ない者。

自己の居住用として町
内にあり、建築後５年以
上を経過した住宅。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

他の助成制度摘用を優
先し、当該リフォームの
全部又は一部について
は対象外とする

②工事費用に応じて決定 １０分の２以内

北海道
月形町あんしん住宅
補助

月形町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

戸建て住宅を所有し、当
該住宅に住民登録してい
る者。公租公課で滞納の
ない者。

自己の居住用として町
内にあり、建築後５年以
上を経過した住宅。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

他の助成制度摘用を優
先し、当該リフォームの
全部又は一部について
は対象外とする

②工事費用に応じて決定 １０分の２以内

北海道
月形町あんしん住宅
補助

月形町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

戸建て住宅を所有し、当
該住宅に住民登録してい
る者。公租公課で滞納の
ない者。

自己の居住用として町
内にあり、建築後５年以
上を経過した住宅。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

他の助成制度摘用を優
先し、当該リフォームの
全部又は一部について
は対象外とする

②工事費用に応じて決定 １０分の２以内



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
居宅介護住宅改修奨
励事業

新十津川
町

②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

・本町に住所を有する
・当該住宅改修をする
・住宅の所有者である
・要介護者等が当該住宅
改修をする住宅に現に３
年以上継続して居住し、
かつ、当該住宅改修後も
引き続き居住する

特になし ③その他
介護保険や身障制度に
よる住宅改修の支給を
優先

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

要介護者等が利用する部
分に係るもの
ア　手すりの取付け
イ　床段差の解消
ウ　滑りの防止及び移動の
円滑化等のための床材の
変更
エ　引き戸等への扉の変更
オ　便所等の改修
カ　浴室等の改修
キ　玄関等の改修
ク　階段昇降機又は段差解
消設備の取付け
ケ　アからクまでに掲げるも
ののほか、当該工事に付
帯して最低限必要となる住
宅の改修

20万円以上の工事
工事費の1/3補助
上限30万円
1人１回まで

北海道
妹背牛町住環境整備
助成

妹背牛町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

町内に居住し、７０歳以
上で要支援、要介護に移
行する恐れのある虚弱
高齢者でかつ住民税非
課税世帯

特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定 50%

北海道
妹背牛町重度障害者
住宅改修費給付事業

妹背牛町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

町内に居住し、下肢、体
幹又は乳幼児期以前の
非進行性の脳病変によ
ろ運動機能障害を有する
身体障害者であって障害
程度等３級以上の者

特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定 90%

北海道
人にやさしい住環境
整備助成事業

秩父別町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

診断士の派遣は
含まない。

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

工事に要した経費の2分の
1

北海道 住宅用太陽光事業 秩父別町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

診断士の派遣は
含まない。

⑤要件なし
③その他の
要件

・秩父別町内住所を有す
る者。
・自ら居住する住宅、ま
たは自ら居住するために
建設する住宅に、新たに
住宅用太陽光発電シス
テムを設置する者。

特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

1kwあたり4万8千円

北海道
雨竜町持ち家定住奨
励事業

雨竜町 ⑥その他 定住促進
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

雨竜町内の事業者に
限る

④要件なし 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

自己が居住する専用住宅
の新築及び増改築工事費
又は空き住宅の購入金額
と増改築工事費の合計額
が300万円以上

工事費
300～450万円・・・20万円
450～700万円・・・30万円
700～1000万円・・40万円
1000万円以上・・・4％

北海道
北竜町住宅用太陽光
発電システム設置補
助事業

北竜町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし 特になし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

補助対象設備の設置にか
かる費用

出力１ｋｗ当たり7万円

北海道 持家住宅改修奨励金 沼田町 ⑥その他 移住・定住促進
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし ⑥その他 改修工事費全般 補助事業費の1/4位内

北海道
アイヌ住宅改良促進
事業

江別市 ⑥その他
アイヌ住民の居住環境の整
備改善

④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

アイヌ系民族 ④要件なし ⑥その他 融資

北海道

重度心身障がい者日
常生活用具等給付事
業（住宅改修費給付
事業）

江別市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

江別市に日常生活用
具給付事業の指定
業者として登録したも
の

①高齢者・身
体障害者の
み

対象となる障がい者が
生活する住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

障がい者の移動を円滑に
する用具（てすり、段差解
消など）の購入及び改修工
事費の９割（上限２０万円）

改修工事費等の９割分を
給付（ただし、上限２０万
円）

北海道
千歳市木造住宅耐震
診断事業

千歳市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
資格者名簿に登載さ
れた業者

③その他の
要件

自己所有で自ら住んでい
ること

・昭和56年5月31日以前に
建てられた個人の所有住
宅。
・戸建住宅又は併用住宅。
・在来工法又は枠組壁工法
の2階建以下の住宅。

④要件なし 特になし ⑥その他 2/3

北海道
千歳市木造住宅耐震
改修事業

千歳市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
資格者名簿に登載さ
れた業者

③その他の
要件

自己所有で自ら住んでい
ること

・昭和56年5月31日以前に
建てられた個人の所有住
宅。
・戸建住宅又は併用住宅。
・在来工法又は枠組壁工法
の2階建以下の住宅。
・外壁の中心線から隣地境
界又は道路境界までのい
ずれかの水平距離が7ｍ以
内であること。

④要件なし 特になし ⑥その他

対象経費の額が20万円以
下の場合は、対象経費の
額。20万円を超え200万円
以下の場合は、20万円。
200万円を超え300万円以
下の場合は対象経費の
10％に相当する額。300万
円を超える場合は30万円。

北海道
千歳市エコチャレンジ
補助事業

千歳市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし ②工事費用に応じて決定 補助対象機器及び工事費
補助対象設備の設置経費
の１０分の１以内とし、各対
象機器ごとに上限額を設定



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
恵庭市木造住宅耐震
診断補助金事業

恵庭市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
事務所登録した建築
士事務所に所属する
建築士が診断

③その他の
要件

対象となる建物の個人所
有者

次のいずれにも該当す
るもの（住宅が市内に現
存するもの・昭和５６年５
月３１日以前に着工した
もの・在来軸組工法又
は枠組壁工法であるこ
と・地上の階数が２以下
で地階を有しないもの・
建築基準法その他関係
法令に明らかに違反し
ないもの

④要件なし ②工事費用に応じて決定
耐震診断に掛かる経費の３
分の２以内の額（１の住宅
につき２万円を限度）

北海道
恵庭市木造住宅耐震
改修補助金事業

恵庭市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
建設業の許可を受け
た施工者

③その他の
要件

対象となる建物の個人所
有者

次のいずれにも該当す
るもの（住宅が市内に現
存するもの・昭和５６年５
月３１日以前に着工した
もの・在来軸組工法又
は枠組壁工法であるこ
と・地上の階数が２以下
で地階を有しないもの・
建築基準法その他関係
法令に明らかに違反し
ないもの

④要件なし ②工事費用に応じて決定
３０万円を上限に、当該対
象経費の額

北海道

障害者地域生活支援
事業の内、日常生活
用具給付事業の内、
住宅改修費

恵庭市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

3級以上の下肢障害者
等。

特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定
9/10(低所得者は1/10の自
己負担額の軽減有り)。但し
上限費用額200千円。

北海道
恵庭市身体障害者等
住宅改修費給付金

恵庭市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

上記に該当しない障害者
等で市が認めたもの

特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定
9/10(低所得者は1/10の自
己負担額の軽減有り)。但し
上限費用額200千円。

北海道
恵庭市在宅支援住宅
改修費助成事業

恵庭市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

介護保険認定者のみ
介護保険認定者が居住
する住宅（賃貸住宅含
む）

②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

介護保険住宅改修制度
の上乗せ分として

工事内容は、介護保険
住宅改修制度で認めら
れたものに限る

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

介護保険住宅改修制度で
認められた工事

15万円を上限として、9割を
助成

北海道
恵庭市在宅支援住宅
改修費助成事業

恵庭市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

65歳以上（介護保険認定
者以外）

申請者の居住する住宅
（賃貸住宅含む）

④要件なし
工事内容は、介護保険
住宅改修制度で認めら
れたものに限る

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

介護保険住宅改修制度で
認められた工事

20万円を上限として、9割を
助成

北海道
北広島市木造住宅耐
震診断事業

北広島市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

北海道の耐震診断・
耐震改修技術者名
簿に登録している建
築士事務所等

③その他の
要件

木造の一戸建て専用住
宅及び併用住宅の所有
者で市内に住所を有し自
らが居住している方

昭和56年5月31日以前
に建築又は着工された
木造在来工法住宅で2
階建て以下

④要件なし ⑥その他 耐震診断に要した費用
耐震診断に要した費用の２
/３以内、かつ20,000円を限
度

北海道
北広島市住宅用太陽
光発電システム設置
事業

北広島市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

自ら居住している、又は
居住しようとする市内の
住宅に新たに発電システ
ムをこれから設置する方

特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

国の「住宅用太陽光発
電導入支援対策費補助
金」

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

補助対象設備の設置にか
かる費用

発電量×5万円/Kw、かつ
15万円を限度

北海道
北広島市融雪装置設
置費補助

北広島市 ⑥その他
冬期間における高齢者等
の生活の利便を図るため

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ④要件なし ⑥その他
融雪装置の設置に要した
費用

融雪装置の設置に要した
費用の２/３以内、かつ
200,000円を限度

北海道
北広島市住宅リ
フォーム支援事業

北広島市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に本店を有する
法人及び市内に住所
を有する個人事業者
であって、リフォーム
に必要な資格等を有
するもの

③その他の
要件

・市内に住民基本台帳登
録があり、その住宅の所
有者
・市税を滞納していない
方

・申請者が住んでいる住
宅。ただし、居住部分と
非居住部分とが結合さ
れている建物について
は、そのうちの居住部分
のみ。
・建築基準法その他関
係法令に、法令違反が
ないこと。

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

住宅の増築、改築、修繕及
び模様替えに要する費用
が50万円以上の工事に対
し、補助。
ただし、下記費用は除く。
・設計費、産業廃棄物処理
費、外構工事、家電製品、
家具等の購入費等

住宅のリフォームに要する
費用の額の10分の１以内、
かつ10万円を限度

北海道
石狩市木造住宅耐震
診断費補助事業

石狩市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
耐震診断技術者がい
る事業者

③その他の
要件

当該住宅に居住している
者

昭和56年以前に建築さ
れた木造戸建て住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震診断費の2/3以内

北海道
石狩市木造住宅耐震
改修費等補助事業

石狩市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
耐震診断技術者がい
る事業者

③その他の
要件

当該住宅に居住してお
り、市税の滞納がない者

昭和56年以前に建築さ
れた木造戸建て住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修費等工事費用の
10%

北海道
石狩市高齢者等住宅
改修費補助金

石狩市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
③その他の
要件

当該住宅に居住してお
り、市税の滞納がない者

戸建て住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

バリアフリーリフォーム費用
の10%

北海道
石狩市住宅省エネル
ギー改修費補助金

石狩市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

当該住宅に居住してお
り、市税の滞納がない者

戸建て住宅で床面積50
㎡以上

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

省エネリフォーム費用の
10%

北海道
石狩市太陽光発電シ
ステム設置費補助金

石狩市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

当該住宅に居住してお
り、市税の滞納がない者

戸建て住宅 ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

太陽光発電の最大出力の
値×4万円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
小樽市木造住宅耐震
改修促進事業

小樽市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に事業所、支
店、営業所を置く建
築士事務所に所属す
る建築士で耐震診断
員が行う。

③その他の
要件

・対象住宅に居住する方
・市内に住所を有する方
・市税を滞納していない
方

昭和56年以前に建設さ
れた木造住宅

④要件なし ⑥その他
耐震診断に要した費用の３
分の２以内
（限度額３万円）

北海道
小樽市バリアフリー
等住宅改造資金融資
制度

小樽市
②バリアフリー
改修

バリアフリー改修工事及び
リフォーム全般工事

③利子補給
②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に本店又は支店
等がある業者又は市
内に在住の個人業者
に限定する。

③その他の
要件

小樽市内に居住し、工事
を行う住宅に居住してい
る方、または配偶者もしく
は三親等内の親族

市内の住宅で未着工の
もの

④要件なし ⑥その他

小樽市バリアフリー等住宅
改造資金取扱要綱で定め
た年利率で計算した額。無
担保融資は７年以内。有担
保融資は１５年以内。

北海道
小樽市バリアフリー
等住宅改造資金融資
制度

小樽市
⑤リフォーム促
進

バリアフリー改修工事及び
リフォーム全般工事

③利子補給
②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に本店又は支店
等がある業者又は市
内に在住の個人業者
に限定する。

③その他の
要件

小樽市内に居住し、工事
を行う住宅に居住してい
る方、または配偶者もしく
は三親等内の親族

市内の住宅で未着工の
もの

④要件なし ⑥その他

小樽市バリアフリー等住宅
改造資金取扱要綱で定め
た年利率で計算した額。無
担保融資は７年以内。有担
保融資は１５年以内。

北海道
地域生活支援事業
（住宅改造費助成事
業）

島牧村
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

村内に居住し、下肢、体
幹又は乳幼児期以前の
非進行性脳病変による
運動機能障害（移動機能
障害に限る）を有する身
体障害者であって障害程
度３級以上の者（ただし
特殊便器への取替は上
肢障害２級以上の者）と
する

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

改修費用の１０分の１０
（所得等に応じ限度額を設
定）

北海道

蘭越町住宅エコ化支
援事業
（住宅用太陽光発電シ
ステム）

蘭越町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内で事業活動をお
こなっている業者が
設置または施工する
こと。

③その他の
要件

蘭越町内に住所を有し、
かつ、現に居住している
者のうち当該年度におい
てつぎの各号のいずれ
かに該当するものとす
る。

①町内において居住する
住宅に対象設備を設置し
ようとする者
②町内において新築また
は取得した住宅に対象
設備を設置し、当該住宅
に自ら居住しようとする
者
③町内において対象設
備が設置された住宅を取
得し、当該住宅に自ら居
住しようとする者
④町税を滞納している者
が世帯の構成員にいな

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

システムを構成する太陽電
池の出力１kwあたり2.4万
円とし、24万円を上限に交
付（単位はkw表示とし、小
数点以下２桁未満は切り捨
てるものとする）
補助金に千円未満の端数
が生じたときは、切り捨てる
ものとする。

北海道
蘭越町住宅エコ化支
援事業
（ペレットストーブ）

蘭越町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内で事業活動をお
こなっている業者が
設置または施工する
こと。

③その他の
要件

蘭越町内に住所を有し、
かつ、現に居住している
者のうち当該年度におい
てつぎの各号のいずれ
かに該当するものとす
る。

①町内において居住する
住宅に対象設備を設置し
ようとする方
②町内において新築また
は取得した住宅に対象
設備を設置し、当該住宅
に自ら居住しようとする
者
③町内において対象設
備が設置された住宅を取
得し、当該住宅に自ら居
住しようとする者
④町税を滞納している者
が世帯の構成員にいな

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

ペレットストーブの購入及
び設置に要した費用（税抜
き）の３分の１の額とし、５
万円を上限に交付する。
補助金に千円未満の端数
が生じたときは、切り捨てる
ものとする。



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
蘭越町住宅エコ化支
援事業
（断熱改修）

蘭越町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内で事業活動をお
こなっている業者が
設置または施工する
こと。

③その他の
要件

蘭越町内に住所を有し、
かつ、現に居住している
者のうち当該年度におい
てつぎの各号のいずれ
かに該当するものとす
る。

①町内において居住する
住宅または取得した住宅
に断熱改修を施工しよう
とする者又は取得した住
宅に断熱改修を施工し、
当該住宅に自ら居住しよ
うとする者
②町税を滞納している者
が世帯の構成員にいな
いこと

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

断熱改修の工事等に要し
た費用（税抜き）の１０分の
３の額とし、50万円を上限
に交付する。
補助金に千円未満の端数
が生じたときは、切り捨てる
ものとする。

北海道
ニセコ町既存住宅耐
震改修費補助事業

ニセコ町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

昭和56年5月31日以前
に着工された住宅で診
断により耐震性がないと
診断された住宅

③その他
同じ対象部位で、他の
補助制度と重複しないこ
と

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象経費の10%以上か
つ20万円。ただし耐震改修
工事費が20万円を下回る
場合は当該費用の額、300
万円を超える場合には30
万円

北海道
ニセコ町住宅省エネ
ルギー改修促進補助
事業

ニセコ町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 町内の住宅 ③その他
同じ対象部位で、他の
補助制度と重複しないこ
と

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象の工事費と別に
定める標準的な工事費用
を比較して、いずれか少な
い金額の20%

北海道
京極町高齢者住宅整
備資金貸付

京極町
②バリアフリー
改修

④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

※町内に引き続き１年以
上住所を有すること※自
力で増築又は改築するこ
とが困難であること
※貸付金を償還する見
込みがあること

特になし ④要件なし

※町内に引き続き１年
以上住所を有すること※
自力で増築又は改築す
ることが困難であること
※貸付金を償還する見
込みがあること

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

※償還期限１０箇年以内
※年金積立金還元融資借
入利子の２分の１

北海道
倶知安町既存住宅耐
震診断・耐震改修補
助金

倶知安町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内に本社を持つ法
人及び個人事業主

③その他の
要件

町税に滞納がないこと
昭和５６年５月３１日以
前建設の自己所有の住
宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

診断費用の２分の１
（限度額１０万円）
工事費用の１０分の２
（限度額２０万円）

北海道
倶知安町バリアフ
リー住宅改修補助金

倶知安町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内に本社を持つ法
人及び個人事業主

①高齢者・身
体障害者の
み

・倶知安町に住民登録し
ていること
・町税に滞納がないこと

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

工事費用の１０分の２
（限度額２０万円）

北海道
倶知安町住宅改修促
進補助金

倶知安町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内に本社を持つ法
人及び個人事業主

③その他の
要件

・倶知安町に住民登録し
ていること
・町税に滞納がないこと

自己所有の住宅で居住
または、改修後居住が
確実であること

①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定
工事費用の１０分の２
（限度額２０万円）

北海道
日常生活用具給付等
事業

共和町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
事前協議後、施行可
能

③その他の
要件

身体障害者のみ ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

工事費用の１０分の２
　　（限度額２０万円）

北海道
岩内町既存住宅耐震
改修等補助金

岩内町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

昭和56年5月31日以前
に着工された住宅で診
断により耐震性がないと
診断された住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

診断費用の３分の１
（限度額３万円）
工事費用の１０分の１
（限度額３０万円）

北海道
ふるさと定住促進奨
励事業

泊村 ⑥その他

事業メニューの一つに「住
宅新築等奨励金」があり、
村民又は泊村に定住する
意思のある者が、村内に住
宅を新築又は中古住宅を
購入した場合及び既存住
宅を増築又は改修した場
合に奨励金を支給する

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

村内に住所を有し、増改
修後、引き続き3年以上
居住すること

一般住宅に限る ②工事費用に応じて決定 対象工事費の１／１０

北海道
高齢者等住宅設備改
修事業

古平町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

要介護（支援）認定者及
び、下肢・体幹の身障３
級以上の者がいる世帯

特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

改修費用の１０分の９
限度額が１８万円

北海道
余市町住宅設備改善
事業

余市町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

要件なし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

定額



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
室蘭市住まいらくらく
リフォーム資金貸付
金

室蘭市 ④災害予防 ④融資(有利子） ④その他の要件

市内事業所又は営
業所を有し、かつ、現
に営業を行っている
もの

③その他の
要件

・対象住宅に居住する所
有者又は当該住宅に同
居する家族であって下記
の要件を満たす者。
・満20歳以上。
・市税完納。
・償還能力を有する。
・取扱金融機関指定する
保証機関の保証を受け
られこと。

市内に既に建っている
専用住宅又は併用住宅
の住宅部分及びその敷
地

④要件なし

・住宅、宅地防災目的工
事
・高齢者等生活支援目
的工事

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

工事費の範囲内かつ融資
限度額300万円以内（小規
模バリアフリー工事は50万
円以内）

北海道
苫小牧市住宅耐震・
リフォーム支援事業

苫小牧市 ①耐震改修 ③利子補給
②都道府県（市区
町村）内の事業者

3年以上、市内で営
業していること。市外
事業者であっても新
築工事に携わったと
ころであれば可。

③その他の
要件

満２０歳以上、安定した
収入があること。税金の
滞納がないこと。

建築基準法に適合した
住宅であること

④要件なし 未着工であること ⑥その他 対象工事にかかる費用
金融機関との契約利率のう
ち１．５％上限で支援。１０
年以内での償還。

北海道
登別市住宅改良促進
特別融資制度

登別市
③エコリフォーム
促進

④融資(有利子）
②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

融資対象者は、満20歳
以上の市民で、市税の滞
納がない方。

④要件なし ②工事費用に応じて決定

○新エネルギー関連工事
・融資利率　年　1.75％
・償還期間　１０年以内
・償還方法　元利均等月賦
返済（ボーナス併用可）
・保証措置　金融機関の定
める保証機関の保証が必
要

北海道
登別市住宅改良促進
特別融資制度

登別市
⑤リフォーム促
進

④融資(有利子）
②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

融資対象者は、満20歳
以上の市民で、市税の滞
納がない方。

④要件なし ②工事費用に応じて決定

○住宅改良工事
・融資利率　年　1.95％
・償還期間　１０年以内
・償還方法　元利均等月賦
返済（ボーナス併用可）
・保証措置　金融機関の定
める保証機関の保証が必
要

北海道
木質ペレットストーブ
購入補助事業

伊達市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 工事分の補助は無し ④要件なし 特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象設備の購入にか
かる費用

1/2以内

北海道
壮瞥町介護保険住宅
改修拡大措置事業

壮瞥町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

介護保険法第7条第3項
に規定される要介護者及
び同条第4項に規定され
る要支援者

特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

介護保険住宅改修事業
の給付に上乗せしてい
る

特になし ②工事費用に応じて決定
リフォーム工事にかかる費
用

リフォーム工事費×1/2

北海道
平成２３年度白老町
商工会住宅リフォー
ム促進助成事業

白老町
⑤リフォーム促
進

住宅部分に係るリフォーム
全て

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
町内の建設協会員
又は町内の商工会
員

③その他の
要件

住宅の所有者で住んで
いる方

特になし ④要件なし
リフォーム費用５０万円
以上

②工事費用に応じて決定
リフォーム工事費用×１/１
０

北海道
住宅太陽光発電シス
テム設置補助事業

厚真町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内業者に限る
③その他の
要件

住宅所有者 特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

補助対象は国の制度に
該当し、町内業者が施
工

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

1ｋwにつき7万円 定額

北海道
エコ住宅新築等補助
事業

厚真町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内業者に限る
③その他の
要件

住宅所有者 特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

補助対象は国の制度に
該当し、町内業者が施
工

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ1点につき1円 定額

北海道
介護住宅改修補助事
業

厚真町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

世帯に介護認定を受け
ている家族がいる住宅の
所有者

特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

補助対象は介護保険の
対象とならない箇所

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

定額

北海道
既存住宅耐震改修費
補助事業

厚真町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

住宅所有者

昭和５６年５月３１日以
前に着工された戸建て
住宅、長屋住宅、併用
住宅（店舗併用住宅で、
店舗等の用途に供する
部分の床面積が延べ床
面積の２分の１未満のも
のに限る。）及び共同住
宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

補助額は、対象経費が
20万円以上200万円以
下の場合は20万円。200
万円を超える場合は対
象経費の10％以内とし、
かつ30万円を上限とす
る。対象経費が20万円
未満の場合は当該額と
する。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助額は、対象経費が20
万円以上200万円以下の場
合は20万円の定額。200万
円を超える場合は対象経
費の10％以内とし、かつ30
万円を上限とする。対象経
費が20万円未満の場合は
当該額とする。

北海道
既存住宅耐震診断費
補助事業

厚真町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

住宅所有者

昭和５６年５月３１日以
前に着工された戸建て
住宅、長屋住宅、併用
住宅（店舗併用住宅で、
店舗等の用途に供する
部分の床面積が延べ床
面積の２分の１未満のも
のに限る。）及び共同住
宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

診断に要した費用に３分
の２を乗じて得た額とす
る。ただし補助金の限度
額は、２０万円

⑥その他

診断に要した費用に３分の
２を乗じて得た額とする。た
だし補助金の限度額は、２
０万円

診断費用×３分の２

北海道
重度障害者等日常生
活用具給付等事業

洞爺湖町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

身障手帳3級以上（下肢・
体幹）であり介護保険対
象者を除く

特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 90%



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
ウタリ住宅新築資金
等貸付

洞爺湖町 ⑥その他 改修 ④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

アイヌであること 特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定

北海道
安平町日常生活給付
等事業

安平町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

下肢、体幹機能障害又
は乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による運
動機能障害（移動機能障
害）を有する障害児・者で
あって障害等級３級以上
の者

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象設備の設置にか
かる費用

上限額20万円から自己負
担額を除いた額

北海道
アイヌ住宅新築資金
等貸付金

むかわ町 ⑥その他

老朽化した住宅又は防災
上、衛生上若しくは居住性
上劣悪な状態にある住宅
で、そのた改修により耐久
性が増し、又は、劣悪な状
態が改善される見込まれる
改修。

④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

むかわ町に居住するウタ
リ

特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

480万円を限度とする。

利率　年２％
償還期間　１５年以内
償還方法　元利均等月賦
償還
担保提供　対象となった住宅・土
地等

北海道
むかわ町日常生活用
具給付事業

むかわ町
②バリアフリー
改修

居住生活動作補助用具
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

下肢、体幹機能障害又
は乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による運
動機能障害（移動機能障
害に限る。）を有するもの
であって障害等級３級以
上の者（ただし、特殊便
器への取替えをする場合
は上肢障害２級以上の
者）

特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

20万円を限度とする。

北海道
むかわ町住宅改修支
援事業

むかわ町
②バリアフリー
改修

介護保険又は身体障害者
福祉法で住宅改修費支給
限度基準額を超える場合。

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

介護保険で介護（支援）
認定を受けた被保険者
及び障害者福祉法住宅
改修対象者。

特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

１０万円を限度とする。 限度額の９割補助。

北海道
平取町住宅リフォー
ム促進助成事業

平取町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
町内に事業所を有す
る者

③その他の
要件

町内に住所を有する者で
その住宅に居住している
こと

①ほかの補助事
業との併用は不
可

所有者及び同一世帯全
員が町税等を滞納して
いないこと

②工事費用に応じて決定
50万円以上の工事でその
1/2以内
※上限40万円

北海道
障害者地域生活支援
事業

新ひだか町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

補助（診断士派遣
なし）

⑤要件なし
③その他の
要件

下肢、体幹又は乳幼児
以前の非進行性の脳病
変による運動機能障害
（移動機能障害に限る。）
を有する障害程度３級以
上の者（特殊便器への取
替えをする場合は、上肢
２級以上）

特になし ③その他
介護保険の住宅改修対
象者については、介護
保険を優先する。

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象となる住宅改修に
かかる費用

９０％又は１００％

北海道
住宅新築リフォーム
等緊急支援補助事業

浦河町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

 ④その他の要件 町内業者
③その他の
要件

自己所有し住んでいる方
若しくは住む者

①ほかの補助事
業との併用は不
可

町税滞納がない者 ②工事費用に応じて決定

100万円以上の工事　１０万
円
200万円以上の工事　１５万
円
300万円以上の工事　20万
円

北海道
浦河町既存住宅耐震
改修費補助事業

浦河町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

 ⑤要件なし
③その他の
要件

町内に住所を有する者 昭和５６年以前の住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

町税滞納がない者 ②工事費用に応じて決定

補助対象経費の10%以上か
つ20万円。ただし耐震改修
工事費が20万円を下回る
場合は当該費用の額、300
万円を超える場合には30
万円。

北海道
浦河町堺町国道沿線
まちなみ整備補助事
業

浦河町 ⑥その他 景観整備
①補助（診断士
派遣を含む）

 ⑤要件なし ④要件なし
浦河町の定める区域（堺
町地区一部限定）

浦河町の定める建物
（堺町地区一部限定）

①ほかの補助事
業との併用は不
可

町税滞納がない者 ②工事費用に応じて決定

新築工事は50万円
補修等工事は工事費の１/
２
上限３０万円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
函館市いきいき住ま
いリフォーム助成事
業

函館市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

（１）６５歳以上の者であっ
て，身体機能の低下等の
理由により日常生活を営
むのに支障があるため住
宅の改造が必要と認めら
れるもの
（２）障害の程度が１級また
は２級である身体障害者
手帳の交付を受けており，
日常生活を営むのに支障
があるため住宅の改修が
必要と認められるもの
（３）６５歳未満の身体障害
者手帳の交付を受けてい
ない者で，居宅において移
動する場合に常時車いす
および歩行補助用具（歩
行器，歩行車，杖）を使用
している者であって，日常
生活を営むのに支障があ
るため住宅の改造が必要
と認められるもの
（１）～（３）のいづれかに
該当する者が属する世帯
で所得税が非課税である
もの

借家等に居住する世帯
の場合，住宅の所有者
または管理者の承諾が
必要。

③その他

介護保険制度の「住宅
改修費」として法定給付
を受けることができる者
は，当該制度を優先し，
法定給付に相当する額
を減じ，支給することと
する。
重度身体障害者日常生
活用具給付事業の「居
宅生活動作補助用具」
（移動等を円滑にする用
具で設置に小規模な住
宅改修を伴うものに限
る。）として給付を受ける
ことができる者は，当該
制度を優先し，法定給付
に相当する額を減じ，支
給することとする。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

該当する改造に要する費
用の３分の２に相当する額
（千円未満の端数が生じた
ときは，これを切り捨てる
。）。ただし，その額が５０万
円を超える場合は，５０万
円。

北海道

函館市障害者地域生
活支援事業
日常生活用具給付等
事業住宅改修費

函館市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
①高齢者・身
体障害者の
み

③その他
介護保険のいきいき住
まいリフォームとの併用
可

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

北海道
高齢者世帯等住宅改修
費助成事業

北斗市 ⑤リフォーム促進
①補助（診断士派
遣を含む）

③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者

北斗市高齢者世帯等住
宅改修登録店に改修工
事を請け負わせるもの
以外は、助成の対象と
しない。

①高齢者・身
体障害者のみ

市内に住所を有し、現に居住し
ている者で、かつ、次の各号の
いずれかの世帯に属する者と
する。ただし、借家等に居住す
る者であって、住宅の所有者
又は管理者から住宅改修につ
いての承諾が得られない者、
又は北斗市税について、納税
誓約書を提出し市長の承認を
得ることなく、現に滞納している
直系2親等以内の親族がいる
者については対象としない。
(1)　65歳以上の高齢者のみ世
帯
(2)　介護保険法(平成9年法律
第123号)第7条第3項に規定す
る要介護者又は同条第4項に
規定する要支援者が居住して
いる世帯
(3)　下肢、体幹又は乳幼児期
以前の非進行性の脳病変によ
る運動機能障害(移動機能障
害に限る。)を有する障害程度
等級3級以上の身体障がい者
又は学齢児以上の身体障がい
児が居住している世帯

市内にある住宅
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

対象経費の実支出額と別表に
定める補助基準額とを比較し
て少ない方の額に、世帯区分
に応じた補助率を乗じて得た
額とする。

市民税非課税世帯
１０分の７

市民税課税・所得税非課税世
帯
１０分の６

所得税課税世帯
１０分の５

北海道
木造住宅耐震改修等補
助金

北斗市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市区町
村）内の事業者

耐震改修工事を行うも
のは、次に掲げる全て
に該当しなければなら
ない。
　(1) 建設業法(昭和24
年法律第100号)第3条
第1項に基づく国土交通
大臣又は北海道知事の
許可を受けていること。
　(2) 北海道が行う耐震
診断・耐震改修技術者
名簿登録閲覧業務事務
処理要領に基づく耐震
診断・耐震改修技術者
名簿において木造耐震
改修の講習会区分で登
録している者が所属し
ていること。
　(3) 北斗市内に事業
所、支店又は営業所を
置く法人であること。

③その他の要
件

補助対象者は以下の全てに
該当する者となります。
　(1) 個人であること。
　(2) 対象住宅の居住者で
あること。
　(3) 対象住宅の所有者（複
数いる場合にあっては、そ
の代表者）であること。
　(4) 市町村税･上下水道使
用料等を滞納していないこ
と。

市内にある住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

１　耐震診断補助の補助額
は、対象経費の３分の２の額と
し、建築物１棟あたり８万６千
円を上限とする。
２　耐震改修補助の補助額
は、前条第２項による対象経
費の額が、次の各号に掲げる
対象経費の額の区分に応じ、
建築物１棟あたり当該各号に
定める額とする。
(1) 対象経費の額が４０万円未
満の場合　対象経費の額
(2) 対象経費の額が４０万円以
上２００万円以下　４０万円
(3) 対象経費の額が２００万円
を超え３００万円未満　対象経
費の２０パーセントに相当する
額
(4) 対象経費の額が３００万円
以上 ６０万円
３　前２項の補助額に１，０００
円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てた額とす
る。

北海道

地域生活支援事業費
補助金及び障害程度
区分認定等事業費補
助金

福島町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

身体障害者のみ 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

90～100％



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
高齢者等住宅整備資
金助成事業

八雲町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

町民税非課税世帯 特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定 上限有り 全額（上限有）

北海道
ウタリ住宅改良促進
事業

八雲町 ⑥その他 改築全般 ④融資(有利子） ⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定 上限有り
償還期間：金額による
利子：年２％

北海道
長万部町住宅改修助
成事業

長万部町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象設備の設置にか
かる費用

補助対象の１／３、町民税
非課税対象者は２／３

北海道
長万部町日常生活用
具給付等事業

長万部町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
長万部町と委託契約
を締結した業者に限
る。

③その他の
要件

身体障碍者手帳を有し、
町内に住所を有する下
肢・体幹に障害を持つ障
害程度等級３級以上の
者が対象。

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象経費は２０万円を
上限とし、生活保護世帯及
び非課税世帯の補助率は
100/100で、課税世帯につ
いては90/100の補助率とな
る。

北海道
乙部町水洗化等改善
資金貸付制度

乙部町 ⑥その他 水洗化促進 ②融資（無利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

排水設備改修工事をしよ
うとする家屋の所有者又
は所有者の同意を得た
使用者で次のの各号の
要件を備えてるもの。
(1)自己資金のみでは工
事等の費用を負担するこ
とが困難であること
(2)償還について十分な
支払い能力を有すること
(3)町税を滞納してないこ
と

公共下水道処理区域内
及び集落排水処理区域
内の建物

④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定

貸付償還
・無利子
・元利均等月賦償還
・交付翌日から50月以内、
排水設備のみの場合20月
以内

北海道
人に優しい家づくり事
業

せたな町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ工事が20万を超え
ている場合で、改造に要す
る費用の１/３に相当する
額。限度額30万円

1/3に相当する額

北海道
旭川市やさしさ住宅
補助制度

旭川市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

①高齢者・身
体障害者の
み

次の全項目に該当する
者
１．旭川市内で満６０才
以上の者が居住してい
る住宅であること
２．市税を完納している
こと
３．過去に同制度を利用
した住宅ではないこと
４．申請する年度に旭川
市で指定する補助，融
資制度を利用していな
いこと
５．施工は旭川市内に事
業所がある会社である
こと

③その他
指定する補助、融資制
度を利用していないこと

②工事費用に応じて決定 対象工事費の3分の1以内

北海道
士別市住宅改修促進
助成事業

士別市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

補助金の交付
②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし
士別市民で市税を完納し
ている者

発注者が居住する住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他
100万円（税込）以上の改修
工事をした場合、定額20万
円を補助。

定額

北海道
士別市住宅改修促進
助成事業

士別市 ⑥その他 住環境整備
①補助（診断士
派遣を含む）

補助金の交付
②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし
士別市民で市税を完納し
ている者

発注者が居住する住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他
100万円（税込）以上の改修
工事をした場合、定額20万
円を補助。

定額

北海道
老人居室等整備貸付
金利子補給事業

士別市
⑤リフォーム促
進

③利子補給 ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

北海道高齢者・身体障
害者住宅整備資金貸付
金事業の対象となるも
の

④要件なし ⑥その他
北海道高齢者・身体障害者
住宅整備資金貸付金事業
の対象となるもの

貸付金の利子の1/2

北海道
名寄市高齢者等住宅
整備資金貸付制度

名寄市
②バリアフリー
改修

②融資（無利子） ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

身体障害者手帳の1級又
は2級に相当する者及び
特定疾患治療の対象者
並びに療育手帳A判定に
相当する者等重度の障
害をもった者

特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定

北海道
富良野市住宅改修促
進助成事業

富良野市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

 ④その他の要件
ﾘﾌｫｰﾑ施工業者とし
て市に登録している
地元業者による工事

③その他の
要件

市内に居住し自ら住んで
いる住宅のﾘﾌｫｰﾑを行う
個人。

③その他
住宅耐震改修をあわせ
て行う場合のみ併用可

⑥その他
補助対象となる工事で100
万円以上（消費税除く）のﾘ
ﾌｫｰﾑ工事費用

定額20万円

北海道
富良野市住宅改修促
進助成事業

富良野市 ⑥その他 快適な住環境づくり
①補助（診断士
派遣を含む）

 ④その他の要件
ﾘﾌｫｰﾑ施工業者とし
て市に登録している
地元業者による工事

③その他の
要件

市内に居住し自ら住んで
いる住宅のﾘﾌｫｰﾑを行う
個人。

③その他
住宅耐震改修をあわせ
て行う場合のみ併用可

⑥その他
補助対象となる工事で100
万円以上（消費税除く）のﾘ
ﾌｫｰﾑ工事費用

定額20万円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
（再掲）富良野市住宅
改修促進助成事業

富良野市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

 ④その他の要件
ﾘﾌｫｰﾑ施工業者とし
て市に登録している
地元業者による工事

③その他の
要件

市内に居住し自ら住んで
いる住宅のﾘﾌｫｰﾑを行う
個人。

③その他
富良野市住宅改修促進
助成事業との併用可

⑥その他

Ｓ56年5月31日以前に着工
された木造住宅で耐震改
修の結果、現行の耐震関
係規定と同程度の性能を
満たさないと診断された住
宅

20万円未満は耐震改修に
要した費用、20万円以上
200万円未満は20万円、
200万円以上は耐震改修に
要した費用の10％（上限30
万円）、ﾘﾌｫｰﾑ補助金20万
円とあわせて行う場合最大
で50万円

北海道
富良野市ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ
購入補助事業

富良野市
③エコリフォーム
促進

木質ﾍﾟﾚｯﾄを燃料として使
用する暖房機の購入費用
の一部を補助

①補助（診断士
派遣を含む）

 ⑤要件なし
③その他の
要件

富良野市内に居住する
個人。又は、市長が適当
と認める事業所や町内会
などの団体。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他

個人で設置する者において
は、富良野市内に住所を有
すること。事業所及び町内
会その他市長が適当と認
める団体が設置する場合
においては、事業所の所在
地及び団体等の活動拠点
地域が富良野市内にある

と

本体価格の1/2以内ただ
し、15万円を上限とする。

北海道
既存住宅耐震改修補
助事業

鷹栖町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
昭和56年以前建築物
(住宅、共同住宅）対象

④要件なし ②工事費用に応じて決定

20万円未満-全額
20万円以上200万円未満-
20万円
200万円以上300万円未満-
対象経費の10％
300万円以上-30万円

北海道 安心すまい住宅補助 鷹栖町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

③その他 他法優先 ②工事費用に応じて決定 90%

北海道
日常生活用具住宅改
修

鷹栖町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 町指定業者
③その他の
要件

身体障害者で、下肢・体
幹機能障害３級以上

③その他 他法優先 ②工事費用に応じて決定 90%

北海道
東神楽町既存住宅耐
震改修費助成事業

東神楽町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

①補助対象経費が２０万円
未満の場合は当該経費の
額
②補助対象経費が２０万円
以上２００万円未満の場合
は２０万円
③補助対象経費が２００万
円以上３００万円未満の場
合は当該経費の１０％
④３００万円以上の場合は
３０万円

北海道
東神楽町太陽光発電
システム設置費助成
事業

東神楽町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

設置する太陽光発電システ
ムを構成する太陽電池モ
ジュールの公称最大出力１
ｋｗあたり７万円を補助しま
す。

北海道
当麻町住宅改修費助
成事業

当麻町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

身体障害者手帳３級以
上の者
(下肢・体幹障害)

町内に建築された住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定
20万円を上限とする。
自己負担１割とする。

北海道
当麻町住宅、建築物
耐震改修促進費補助
事業

当麻町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

自ら居住の用に供してい
る住宅。
耐震診断の結果、性能を
満たさないと判断された
住宅。

昭和56年5月31日以前
に着工された建築物
(戸建て、併用住宅)

①ほかの補助事
業との併用は不
可

住宅の耐震改修工事を
伴う、住宅リフォーム工
事を行う者に対し、同一
住宅について１回限り補
助する。
リフォーム工事補助対
象経費は100万円以上
の工事とする。

②工事費用に応じて決定

［耐震改修工事］
20万円未満－当該経費の
額
20万円以上200万円未満－
20万円
200万円以上300万円未満
－
当該経費の10％
300万円以上－30万円
［リ ム 事］

北海道
当麻町アグリサポー
ト事業

当麻町 ⑥その他
地域農業の後継者確保
新規担い手育成

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

定着就農者が行う自身
所有の住宅の改築工事
及び中古住宅の物件取
得。
定着就農者と同居する３
親等内の親族が行う自
身所有の住宅の改築工

町内に建築された住宅 ③その他
町の外の補助金等の交
付対象として交付決定を
受けていないこと。

⑥その他
200万円以上の工事又は物
件取得を対象とする。

定額

北海道
当麻町合併処理浄化
槽設置整備補助事業

当麻町 ⑥その他 合併処理浄化槽設置
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 指定業者より選択 ④要件なし

個人住宅、個人の店舗
併用住宅で10人槽以下
の浄化槽。
全国合併処理浄化槽普
及促進市町村協議会の
登録浄化槽。
当麻町合併処理浄化槽
設備工事指定業者によ
り施工すること。

④要件なし ⑥その他
合併処理浄化槽設置人槽
により定額補助。

定額



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
当麻町融雪槽等設置
補助事業

当麻町 ④災害予防 融雪槽等設置
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

当麻町内に居住する個
人・共同及び事業所で、
町税公課を滞納してない
こと。

④要件なし ⑥その他

［個人及び事業所］
融雪槽等の設置に要する
費用の２分の１以内とし、
20万円を限度とする。
［二戸以上の共同］
融雪槽等の設置に要する
費用の３分の２以内とし、
30万円を限度とする。

北海道
比布町既存住宅耐震
改修費補助事業

比布町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

(1)　耐震改修工事を行お
うとする者が自ら居住の
用に供している既存住
宅。

(2)　所有者(当該建物の
登記が共有名義である
場合にあっては、共有者
を含む。以下同じ。）が町
税等を滞納していない者
であること。ただし、町長
が特に認めたときは、こ
の限りでない。
(3)　過去にこの要綱に基
づく補助金の交付を受け
ていない者であること。

(1)　耐震診断の結果、
現行の耐震関係法規定
と同程度の性能を満た
さないと判断されたも
の。
(2)　建築基準法その他
関係法令に、明らかな
法令違反がないこと。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

住宅エコポイント ②工事費用に応じて決定

　補助金の額は補助対象
経費の10％以上かつ20万
円とする。ただし、耐震改修
工事に要した費用が20万
円を下回る場合は当該費
用の額、300万円を超える
場合には30万円とする。

北海道
比布町要介護者住宅
改造費助成事業

比布町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
町長と協定を結んだ
業者とする。

③その他の
要件

1)　要介護認定非該当者
で継続して在宅生活を維
持するために、住宅改造
が適当と認められる者
(2)　64歳以下の要介護
認定を受けることができ
ない者で、身体障害者手
帳の交付を受け、介護を
必要とする者
(3)　町税等を滞納してい
ない者

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

助成の額は、住宅のバリア
フリー化に係る改造工事に
要する経費の90％とし、助
成対象経費は200,000円を
上限とする。

北海道
上川町勤労者住宅資
金貸付融資

上川町 ⑥その他 勤労者の住宅取得促進 ④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

住民基本台帳上の住民
で勤労者

規定なし ④要件なし
町税等を滞納していな
いもの

②工事費用に応じて決定 規定なし

北海道
東川町地域生活支援
事業

東川町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

①高齢者・身
体障害者の
み

下肢・体幹機能障害又は
乳幼児期以前の非進行
性の脳病変による移動
機能障害をする者で障害
等3級以上の障がい児者

④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象経費の9/10補助
（自己負担1/10）

北海道
東川町既存住宅耐震
改修補助

東川町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

東川町に住所を有し、既
存住宅の耐震診断を
行った結果、現行の耐震
関係規定と同程度の性
能を満たさないと判断さ
れて耐震改修工事をする
者

④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

工事費の2分の1以内で30
万円を上限

北海道
東川町住宅太陽光発
電システム設置補助

東川町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

東川町に住所を有し、自
らが居住する一戸建の
住宅（床面積の2分の1以
上に相当する部分が自
己の居住の用に供されて
いるもの。）に太陽光発
電システムを設置する者

④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

太陽光発電システムを構成
する太陽電池モジュールの
公称最大出力（ｋＷ表示と
し、小数点以下第3位を四
捨五入）に1ｋＷ当たり7万
円を乗じた額（千円未満切
捨て）とし、21万円を上限

北海道
東川町日常生活用具
助成事業

東川町 ④災害予防 緊急時連絡・通報機器設置
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

①高齢者・身
体障害者の
み

（1）介護保険法第41条第
1項に規定する居宅要介
護被保険者

（2）介護保険法第53条第
1項に規定する居宅要介
護被保険者

④要件なし 特になし ⑥その他
補助対象経費の10/10補助
とし、上限は10,000円。

北海道
美瑛町住環境整備費
助成事業

美瑛町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 町内業者
③その他の
要件

①本町に１年以上在住
②町税の滞納のしていな
い方
③自らが所有し、居住し
ている方
④世帯全員の前年所得
が800万以下

特になし ④要件なし 介護保険法と併用可
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

①補助対象額（Ａ）10万以
上40万未満　→　40％
②補助対象額（Ａ）40万以
上70万未満　→　16万+（Ａ-
40万）×30％
③補助対象額（Ａ）70万以
上100万未満　→　25万+（Ａ
-70万）×20％
④補助対象額（Ａ）100万以
上　　　　　　　→　31万+（Ａ-
100万）×10％



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
美瑛町既存住宅耐震
改修費補助金

美瑛町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 町内業者
③その他の
要件

①申込予定者が町税等
を滞納していないこと

①耐震改修工事を行お
うとする者が所有し、自
ら居住している既存住宅
で、建築の区分所有等
に関する法律の住宅に
あっては、耐震改修工
事等について同法第3条
の規定に基づく管理組
合の議決等を経ている
こと
②耐震診断の結果、現
行の耐震関係規定と同
程度の性能を満たさな
いと判断されたもの。た
だし、共同住宅の場合
他の要件有
③建築基準法その他関
係法令に、明らかな法
令違反がないこと

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

①補助対象経費が20万未
満の場合は当該経費の額
②補助対象経費が20万以
上200万未満の場合は20万
円
③補助対象経費が200万以
上300万未満の場合は当該
経費の10％
④補助対象経費が300万以
上の場合は30万円

北海道
上富良野町既存住宅
耐震改修費補助

上富良野
町

①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

・自ら居住する住宅を対
象とする
・町税の滞納がないこと

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

該当経費が３０万円までは
全額補助

北海道
上富良野町住宅リ
フォーム等助成金交
付事業

上富良野
町

①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
町内建設業者により
施工されるもの

③その他の
要件

・本町に住所を有する個
人で、住宅リフォームを
行う住宅を所有し、かつ、
現に居住する者
・町税の滞納がないこと

①ほかの補助事
業との併用は不
可

他法の規定による給付
が受けられる場合、他法
による給付が優先（介護
保険法等）

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

助成対象額に10％を乗じた
額、ただし、上限を20万円
とする。
設備等の導入については、
対象機器の区分に応じ、別
途定めた額とする。

北海道
上富良野町住宅リ
フォーム等助成金交
付事業

上富良野
町

②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
町内建設業者により
施工されるもの

③その他の
要件

・本町に住所を有する個
人で、住宅リフォームを
行う住宅を所有し、かつ、
現に居住する者
・町税の滞納がないこと

①ほかの補助事
業との併用は不
可

他法の規定による給付
が受けられる場合、他法
による給付が優先（介護
保険法等）

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

助成対象額に10％を乗じた
額、ただし、上限を20万円
とする。
設備等の導入については、
対象機器の区分に応じ、別
途定めた額とする。

北海道
上富良野町住宅リ
フォーム等助成金交
付事業

上富良野
町

③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
町内建設業者により
施工されるもの

③その他の
要件

・本町に住所を有する個
人で、住宅リフォームを
行う住宅を所有し、かつ、
現に居住する者
・町税の滞納がないこと

①ほかの補助事
業との併用は不
可

他法の規定による給付
が受けられる場合、他法
による給付が優先（介護
保険法等）

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

助成対象額に10％を乗じた
額、ただし、上限を20万円
とする。
設備等の導入については、
対象機器の区分に応じ、別
途定めた額とする。

北海道
上富良野町住宅リ
フォーム等助成金交
付事業

上富良野
町

③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
町内建設業者により
施工されるもの

③その他の
要件

・本町に住所を有する個
人で、住宅リフォームを
行う住宅を所有し、かつ、
現に居住する者
・町税の滞納がないこと

①ほかの補助事
業との併用は不
可

他法の規定による給付
が受けられる場合、他法
による給付が優先（介護
保険法等）

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

助成対象額に10％を乗じた
額、ただし、上限を20万円
とする。
設備等の導入については、
対象機器の区分に応じ、別
途定めた額とする。

北海道
上富良野町重度障害
者及び障害児日常生
活用具給付事業

上富良野
町

②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

上富良野町重度障
害者及び障害児日常
生活用具給付事業
取扱委託契約業者

①高齢者・身
体障害者の
み

身体障害者手帳（下肢・
体幹・乳幼児期非進行性
脳病変による移動機能
障害に限る）３級以上所
持者

①ほかの補助事
業との併用は不
可

他法の規定による給付
が受けられる場合、他法
による給付が優先（介護
保険法等）

②工事費用に応じて決定
基準額の９５％（生活保護
世帯の場合基準額の１０
０％）

北海道
住宅リフォーム促進
事業補助

中富良野
町

⑥その他
地元産業振興、住環境整
備

⑤ポイント発行 ④その他の要件 地元商工会会員
③その他の
要件

町内に住所を有し、かつ
所有者(１親等以内の所
有でも可)
公租公課を完納している
こと
新定住等の補助金を受
けていないこと

①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定

町内商工会の業者で施工
した場合30％
町内業者が施工できない
工事の場合15％
下請けに商工会を使用した
場合等支給率に組合せ有

北海道
住宅用太陽光発電シ
ステム設置補助事業

中富良野
町

③エコリフォーム
促進

⑤ポイント発行 ⑤要件なし
③その他の
要件

町内に居住、かつ所有者
(移住予定者も含む)
公租公課を完納している
こと

既存・新築を問わず ④要件なし J-PECと併用可
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

発電量×50,000

北海道
中富良野町住宅改修
費助成

中富良野
町

②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

町税を滞納していないこ
と

③その他 介護保険の部分は除く ②工事費用に応じて決定 90%

北海道
和寒町省エネルギー
促進支援事業補助

和寒町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
建築年数が補助申請時
において10年以上経過
している建物

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象工事に係る経費 補助対象経費の2分の1

北海道
(再掲）和寒町省エネ
ルギー促進支援事業
補助

和寒町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

太陽電池の最大出力の値
に3万円を乗じて得た額

太陽電池の最大出力の値
に3万円を乗じて得た額

北海道
(再掲）和寒町省エネ
ルギー促進支援事業
補助

和寒町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

補助対象工事に係る経費 補助対象経費の2分の1



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
和寒町既存住宅耐震
改修補助金

和寒町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

建築士かつ、北海道
の耐震診断･耐震改
修技術者名簿の登
録者

④要件なし
昭和56年5月31日以前
に着工された住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震診断に要する費用
耐震改修工事にかかる費
用

補助対象経費の２分の１以
内

北海道
和寒町ふれあい住宅
補助

和寒町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

発注者所有の住宅、発
注者の3親等内の親族
が所有する住宅及び所
有者の承諾を得た借家

③その他
介護保険法の住宅改修
費の給付等を優先す
る。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象工事にかかる費
用

改修工事に要する費用と
50万円を比較して少ない方
の金額を補助基本額とし別
表第2の所得階層別補助割
合により算出された額

北海道
剣淵町既存住宅耐震
改修費補助交付金

剣淵町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

自ら居住していること
町税及び町使用料等に
ついて滞納がないこと

工事発注者が自ら居住
している既存住宅、区分
所有の住宅にあっては、
工事に関する管理組合
の議決を得ること。昭和
56年5月31日以前に着
工された戸建て、二世
帯、長屋、共同住宅及び
併用住宅（店舗併用住
宅で、店舗等の用途に
供する部分の床面積１
／２以下のものを含む）

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

工事費20万円未満＝工事
費
工事費20万円以上200万円
未満＝20万円
工事費以上300万円未満＝
10％
300万円以上＝30万円

北海道
剣淵町重度障害者日
常生活用具給付事業

剣淵町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

課税世帯：９０㌫
非課税世帯：100㌫

北海道
剣淵町住宅新築・改
修促進助成事業

剣淵町 ⑥その他 増築・改築・修繕等
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 建設業者
③その他の
要件

(3)　町税等を滞納してい
ない者

剣淵町に住所を有し居
住する者又は移住しよう
とするもの

①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定

工事費用100万円以上
改修工事については30万
円
ただし、町外建設業者によ
る場合は定額の１／２

北海道
高齢者にやさしい住
まいづくり事業

下川町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象工事にかかる費
用

補助対象経費の100分の90
以内（上限20万円）

北海道
快適住まいづくり促
進事業

下川町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 町内登録業者 ④要件なし 特になし ③その他
「高齢者にやさしい住ま
いづくり事業」対象工事
は不可

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象工事にかかる費
用

世帯の総所得300万円未満
は上限40万円、300万円以
上は上限25万円

北海道
美深町快適住まいづ
くり
事業

美深町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 町内業者に限定
③その他の
要件

自ら居住するために
工事を行う者

③その他
国における住宅エコ
ポイントは利用可能

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

１０分の２以内
（工事費用５０万円以上)

北海道
(再掲)美深町快適住
まいづくり
事業

美深町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 町内業者に限定
③その他の
要件

自ら居住するために
工事を行う者

③その他
国における住宅エコ
ポイントは利用可能

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

１０分の２以内
（工事費用５０万円以上)

北海道
(再掲)美深町快適住
まいづくり
事業

美深町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 町内業者に限定
③その他の
要件

自ら居住するために
工事を行う者

③その他
国における住宅エコ
ポイントは利用可能

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

１０分の２以内
（工事費用５０万円以上)

北海道
地域生活支援事業補
助金

増毛町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

90%

北海道 住環境整備費助成金 小平町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし 特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

20%

北海道 住環境整備費助成金 小平町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし 特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

20%

北海道 住環境整備費助成金 小平町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし 特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

20%

北海道
地域生活支援事業補
助金

小平町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

90%

北海道
苫前町住宅リフォー
ム促進助成事業

苫前町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

町内居住者 ③その他
他の補助金相当額を対
象工事費から除外

③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

100万円以上の工事費であ
ること

定額

北海道 地域生活支援事業 苫前町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

身体障害者のみ ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

9/10

北海道
羽幌町住宅改修促進
助成事業

羽幌町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

羽幌町に住所がある住
宅の所有者又はその親
族であって、且つ、現に
入居をしている者。町税
等に滞納が無い者。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他

総工事費から対象外経費
を差し引いた税抜総額100
万円以上の工事費に対し
20万円の補助



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
羽幌町住宅改修促進
助成事業

羽幌町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

羽幌町に住所がある住
宅の所有者又はその親
族であって、且つ、現に
入居をしている者。町税
等に滞納が無い者。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他

総工事費から対象外経費
を差し引いた税抜総額100
万円以上の工事費に対し
20万円の補助

北海道
羽幌町住宅改修促進
助成事業

羽幌町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

羽幌町に住所がある住
宅の所有者又はその親
族であって、且つ、現に
入居をしている者。町税
等に滞納が無い者。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他

総工事費から対象外経費
を差し引いた税抜総額100
万円以上の工事費に対し
20万円の補助

北海道
羽幌町住宅改修促進
助成事業

羽幌町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

羽幌町に住所がある住
宅の所有者又はその親
族であって、且つ、現に
入居をしている者。町税
等に滞納が無い者。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他

総工事費から対象外経費
を差し引いた税抜総額100
万円以上の工事費に対し
20万円の補助

北海道
初山別村住環境整備
促進助成

初山別村 ⑥その他
住宅改修、除去工事、空き
屋住宅購入等

①補助（診断士
派遣を含む）

 
②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし
本村に住所を有する者
又は本村に住所を有す
ることとなる者

建築後15年を経過し、改
修工事に要する費用の
額が100万円以上

③その他

村その他の地方公共団
体又は国から補助又は
補償等を受けたときは、
当該改修工事等に要し
た費用の額

③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

建築後15年を経過し、改修
工事に要する費用の額が
100万円以上

定額

北海道
地域生活支援事業
（日常生活用具給付
事業）

遠別町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

町内に居住する身体障
害者3級以上の者が対象

障害者が現に居住する
住宅（借家の場合は家
主の承諾が必要）

①ほかの補助事
業との併用は不
可

他法優先（介護保険法
等）

②工事費用に応じて決定

本人１割負担、残りの９割
を支給（20万円限度）。ただ
し、所得状況等により本人
負担割合は変わる。

9割～10割

北海道
天塩町住宅改修等助
成事業

天塩町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

町内に建設されている、
自己が所有する住宅

町内に建設されている、
自己が所有する住宅

③その他
一部併用出来ない補助
あり。

住宅の所有者及び同一
世帯員全員が町税や町
に納付すべき公共料金
等を完納していること。
暴力団の構成員ではな
いこと。暴力主義的破壊
活動を行う団体等に所
属していないこと。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

25%

北海道
利尻町住宅リフォー
ム促進利子補給制度

利尻町
⑤リフォーム促
進

③利子補給
②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内に本社、本店が
ある会社または個人

③その他の
要件

町内に住所があり、町税
等の滞納がないこと

町内にある現在、自らま
たは家族が居住してい
る、又は居住を予定して
いる住宅

④要件なし
借入先は町内の指定金
融機関のみ

⑥その他 利子補給 最大5年間

北海道
中頓別町住宅建設促
進助成条例

中頓別町 ⑥その他
定住促進
増改修（主は新築）

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし ⑥その他
評価額（固定資産税）1,500
千円～7,500千円に該当す
るもの

定額480千円。720千円。
960千円。1,200千円

北海道
幌延町木造住宅耐震
診断事業

幌延町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

・所有し居住する者
・賃借し居住する者
・町税の滞納のない者

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震診断に要した経費の２
分の１（高齢者世帯及び障
がい者世帯については３分
の２）以内

北海道
幌延町木造住宅耐震
改修事業

幌延町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

・所有する者
・町税の滞納のない者

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

・専用住宅及び店舗併用住
宅
　耐震改修に要した経費の
２分の１（高齢者世帯及び
障がい者世帯については３
分の２）以内
・共同住宅
　３分の１と独立して住居の
用途に供する部分の数に
20万円を乗じて得た額のい
ずれか低い額。

北海道
稚内市住宅リフォー
ム促進利子補給制度

稚内市
⑤リフォーム促
進

③利子補給 ④その他の要件
市内に本社、本店の
ある事業者

③その他の
要件

・所有し居住する（所有者
の2親等以内）・市税に滞
納がない者・稚内市の住
民である者

自らが居住する住宅で
居住の用に供する住宅

③その他
融資に対する利子補給
のため、他の補助との
併給可

②工事費用に応じて決定

利子補給対象額は金融機
関からの借入額のうち、
300万円を限度。利子補給
期間は5年以内。利子補給
率は利子補給期間中の利
子補給対象額にかかる支
払い利子全額



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
木造住宅耐震診断補
助事業

北見市 ①耐震改修 -
①補助（診断士
派遣を含む）

-
②都道府県（市区
町村）内の事業者

・建築士の資格者を
有し、市内に事業
所、支店又は営業所
を置く建築士事務所
に所属していること
・北海道の耐震診
断・耐震改修技術者
名簿登録閲覧業務
事務処理要領に基づ
く耐震診断・耐震改
修技術者名簿におい
て木造耐震診断の講
習区分で登録してい
ること

③その他の
要件

・個人であること　　　　　・
対象住宅の居住者であ
ること　　　　　　　　　　　・
対象住宅の所有者であ
ること　　　　　　　　　　　・
市町村税を滞納していな
いこと

・市内に存在する木造住
宅　・昭和56年5月31日
以前に着工　・戸建て住
宅、長屋又は併用住宅
（店舗併用住宅で、店舗
等の用途に供する部分
の床面積が延べ床面積
の1/2未満のもの）　・地
上3階建以下の在来軸
組構法　・外壁の中心線
から隣地境界又は道路
境界までのいづれかの
水平距離が地上2階建
以上で7ｍ、平屋建で4
ｍ以内　・過去に本事業
による補助金交付を受
けたことがないもの　・建
築基準法その他関係法
令に、法令違反がないこ
と。

④要件なし - -
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助の対象経費は、耐震
診断員が行う耐震診断に
要する費用。ただし、住宅
部分に限る。

対象経費の3分の2の額。
ただし、限度は6万円とする
（1,000円未満の端数は切
捨て）

北海道
木造住宅耐震改修等
補助事業

北見市 ①耐震改修 -
①補助（診断士
派遣を含む）

-
②都道府県（市区
町村）内の事業者

・建設業法の許可を
受けていること
・北海道の耐震診
断・耐震改修技術者
名簿登録閲覧業務
事務処理要領に基づ
く耐震診断・耐震改
修技術者名簿におい
て木造耐震改修の講
習区分で登録してい
る者が所属している
こと

③その他の
要件

・個人であること　　　　　・
対象住宅の居住者であ
ること　　　　　　　　　　　・
対象住宅の所有者であ
ること　　　　　　　　　　　・
市町村税を滞納していな
いこと

・市内に存在する木造住
宅　・昭和56年5月31日
以前に着工・戸建て住
宅、長屋又は併用住宅
（店舗等併用住宅で、店
舗等の用途に供する部
分の床面積が延べ床面
積の1/2未満のもの）　・
地上3階建以下の在来
軸組構法・外壁の中心
線から隣地境界又は道
路境界までのいずれか
の水平距離が地上2階
建以上で7ｍ、平屋建で
4ｍ以内　・過去に本事
業による補助金交付を
受けたことがないもの　・
耐震診断員が行った耐
震診断の結果、上部構
造評点が1.0未満と診断
されたもの　・建築基準
法その他関係法令に、
法令違反がないこと

④要件なし - -
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助の対象経費は、次に
揚げる経費。ただし、住宅
部分に限る。
・耐震改修工事に係る経費
・現状復旧等に伴う付帯工
事（解体工事並びに外装、
断熱材、内装等の復旧工
事及び更新工事を含む）の
うち耐震改修工事に係る経
費

対象経費の額が20万円未
満の場合：対象経費の額、
20万円以上200万円未満の
場合：20万円、200万円以
上300万円未満の場合：対
象経費の10パーセント、
300万円以上：30万円
（1,000円未満の端数は切
捨て）

北海道
住宅リフォーム助成
事業

北見市
⑤リフォーム促
進

-
①補助（診断士
派遣を含む）

-
②都道府県（市区
町村）内の事業者

・施行規則で定める
ところにより資格登録
をしていること。　・市
税を滞納していない
こと

③その他の
要件

・本市に住所を有する物
・対象住宅の所有者で
あって、当該住宅に現に
居住している者　・市税を
滞納していない者

・居住部分を有する建
物。ただし、居住部分と
非居住部分とが結合さ
れている建物について
は、そのうちの居住部分
のみ。
・建築基準法その他関
係法令に、法令違反が
ないこと。

③その他

介護保険法・障害者自
立支援法に基づき給付・
助成等された額（自己負
担額含む）は対象工事
費から除く。

同一住宅・同一交付対
象者への補助金交付は
1回限りとする。

⑥その他

住宅の増築、改築、修繕及
び模様替えに要する費用
が100万円以上の工事に対
し、定額補助。ただし、下記
に係る費用は除く。・設計
費・敷地整備費・産業廃棄
物運搬処理費・外構工事・
家電製品、家具等の購入
費、太陽光発電システム設
置工事費・合併処理浄化槽
設置工事費

定額

北海道
合併処理浄化槽設置
整備事業

北見市 ⑥その他
生活環境の保全及び公衆
衛生の向上

①補助（診断士
派遣を含む）

-
②都道府県（市区
町村）内の事業者

北見市合併処理浄
化槽設置整備事業
浄化槽工事指定業
者であること。

③その他の
要件

・個人であること　・市内
に住所を有すること　・市
税を滞納していないこと
・合併処理浄化槽を継続
的に使用すると認められ
る者であること。

補助対象区域内に所在
する専用住宅（小規模
店舗等を併設したもの
については、併設された
店舗等の延床面積が建
物の総延床面積の2分
の1以下のものに限る）

④要件なし - -
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

合併処理浄化槽1基の設置
に要する費用（合併浄化槽
本体からの放流管の設置
に要する費用を含み、合併
処理浄化槽本体の流入口
までの設備及びスラブの設
置に要する費用を除く）　Ｈ
２３より既存単独処理浄化
槽の撤去費用について補
助を新設。

対象工事費の70パーセント
以内。ただし上限は5人槽：
669,000円、7人槽：896,000
円、10人槽：1,227,000円。Ｈ
２３より既存単独処理浄化
槽の撤去費用について上
限90,000円の補助を新設。

北海道
太陽光発電システム
導入費補助金

北見市
③エコリフォーム
促進

-
①補助（診断士
派遣を含む）

-
②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に事業所を有す
る業者

③その他の
要件

市内の住宅に要件を満
たす発電システムを設置
するもの。

市内にある住宅 ④要件なし -
同一住宅・同一交付対
象者への補助金交付は
1回限りとする。

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

太陽電池の最大出力の値

太陽電池の最大出力の値
に4万円を乗じて得た金
額。ただし、上限は12万
円。

北海道
日常生活用具費の支
給

北見市
②バリアフリー
改修

-
①補助（診断士
派遣を含む）

- ⑤要件なし -
①高齢者・身
体障害者の
み

下肢、体幹機能障害又
は乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による運
動機能障害（移動機能障
害に限る）を有する者で
あって障害等級3級以上
の者（ただし、特殊便器
への取替えをする場合は
上肢障害2級以上のも
の）

改修を行う住宅が、身障
手帳所持者又は同居す
る家族の所有のもので
あること。

④要件なし - -
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

バリアフリー化工事にかか
る費用

対象工事費の90パーセント
以内。ただし上限は20万
円。



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
勤労者住宅資金貸付
制度

北見市 ⑥その他 勤労者の福祉向上 ④融資(有利子） - ⑤要件なし -
③その他の
要件

・北見市内に居住する、
または1年以内に居住予
定の勤労者　・現在の職
場に1年以上在職し、引
き続き勤務する者　・市
税を完納している者　・労
働金庫の融資条件に該
当する者

市内にある住宅 ④要件なし - -
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

住宅の新築、増改築及び
購入資金。

融資限度額1,000万円、融
資期間30年以内（但し、最
終75歳まで）、固定金利
（H23年4月1日現在 2.46%）

北海道
合併処理浄化槽整備
促進資金融資あっせ
ん

北見市 ⑥その他
生活環境の保全及び公衆
衛生の向上

③利子補給 -
②都道府県（市区
町村）内の事業者

北見市合併処理浄
化槽設置整備事業
浄化槽工事指定業
者であること。

③その他の
要件

・合併処理浄化槽設置整
備事業の補助金交付決
定を受けている　･既存
の専用住宅に合併処理
浄化槽を設置する　・自
己資金のみでは水洗改
造工事に要する費用を
一時に負担することが困
難であると認められるこ
と　・確実な連帯保証人
がいること

補助対象区域内に所在
する専用住宅（小規模
店舗等を併設したもの
については、併設された
店舗等の延床面積が建
物の総延床面積の2分
の1以下のものに限る）

④要件なし - -
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

・合併処理浄化槽の設置に
伴い既存のくみ取り便所を
水洗便所に改造する工事・
上記に伴う排水工事・他市
長が認める工事

便器1基につき500,000円以
内、2基までを融資あっせ
ん額とし、それに係る利子
分。融資期間50ヶ月以内。

北海道
水洗便所改造資金融
資あっせん

北見市 ⑥その他
水洗便所の普及促進によ
る生活環境及び公衆衛生
の向上。

③利子補給 -
②都道府県（市区
町村）内の事業者

指定工事業者に限
る。

③その他の
要件

・個人であること
・建物の所有者、または
所有者の同意を得た使
用者であること
・下水道が使用できる区
域内の建物であること
・市税等の滞納がないこ
と
・工事費を一度に負担す
ることが困難であること
・十分な返済能力がある
こと
・市内在住の確実な連帯
保証人がいること

市内にある住宅 ④要件なし - -
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

くみ取り便所を水洗に改造
する工事

便器1基につき500,000円以
内、2基までを融資あっせ
ん額とし、それに係る利子
分。融資期間50ヶ月以内。

北海道
高齢者・障がい者住
宅等整備資金

北見市
②バリアフリー
改修

- ③利子補給 - ⑤要件なし -
①高齢者・身
体障害者の
み

・北見市内に引き続き1
年以上居住し、下記のい
ずれかの要件に該当す
る方　・60歳以上の高齢
者本人　・1級及び2級の
身体障害者手帳を所持
している本人　・60歳以
上の高齢者又は1級及び
2級の身体障害者手帳を
所持している身体がい者
と同居又は同居予定の
家族

市内にある住宅 ④要件なし - -
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

居室の増改築、手摺の取り
付け、浴室やトイレの改
修、段差解消、スロープ設
置、ロードヒーティングなど

貸付限度額240万円、無利
子、償還期間10年以内。

北海道
網走市住宅リフォー
ム資金融資事業（融
資預託）

網走市
⑤リフォーム促
進

住宅に関するﾘﾌｫｰﾑを行
い、50万円～500万円を10
年を限度に金融機関が融
資を行う場合、その金額の
75%を市が預託する。

④融資(有利子）

市内金融機関に
融資額の75%を預
託することにより、
年率1.0%の低率融
資を行う

②都道府県（市区
町村）内の事業者

網走市内に本・支店
のある地元業者のみ
対象

③その他の
要件

・金融機関の融資審査に
合格した方
・市税を滞納していない
方
・前年の総所得が1200万
円以下の方

・自ら居住する自己所有
住宅であること
・既存住宅面積が280㎡
以下で、改修後もこれを
超えないこと

④要件なし 特になし ⑥その他
市内金融機関に融資額の
75%を預託することにより、
年率1.0%の低率融資を行う

融資額の75%

北海道
網走市住宅リフォー
ム資金融資事業（保
証料補助）

網走市
⑤リフォーム促
進

住宅に関するﾘﾌｫｰﾑを行
い、50万円～500万円を10
年を限度に金融機関が融
資を行う場合、保証機関へ
の保証料を市が全額補助
する。

①補助（診断士
派遣を含む）

融資保証料の補
助（保証人不要と
し、保証機関に対
し市が保証料を全
額補助）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

網走市内に本・支店
のある地元業者のみ
対象

③その他の
要件

・金融機関の融資審査に
合格した方
・市税を滞納していない
方
・前年の総所得が1200万
円以下の方

・自ら居住する自己所有
住宅であること
・既存住宅面積が280㎡
以下で、改修後もこれを
超えないこと

④要件なし 特になし ⑥その他
融資保証料の補助（保証人
不要とし、保証機関に対し
市が保証料を全額補助）

100%補助

北海道
ペレットストーブ普及
促進事業

網走市
③エコリフォーム
促進

設置費補助
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

・市税を滞納していない
方
・ﾓﾆﾀｰ調査へ協力できる
方

・市内の住宅であること ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定
住宅を対象にペレットストー
ブを設置。

ペレットストーブ本体価格
の１/２以内

北海道 住宅改修費助成事業 網走市
②バリアフリー
改修

手すり設置・段差解消等工
事費補助

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

・身体障がい者が対象
（身体障がい者手帳所持
者で、下肢体幹３級以上
の方）

・市内の住宅であること ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定
手すり設置・段差解消等工
事費補助

9/10～10/10

北海道
住宅用太陽光発電シ
ステム普及促進事業

網走市
③エコリフォーム
促進

モニター委託料（9万円/
件）

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

・市税を滞納していない
方
・ﾓﾆﾀｰ調査へ協力できる
方

・市内の住宅であること ③その他
他事業の設置費補助を
受けることが可能

特になし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

モニター調査委託として、9
万円/件を補助

100%補助

北海道
紋別市水洗便所等改
造資金に係る補助金
交付要綱

紋別市 ⑥その他
汲取り便所から水洗便所
への改造資金の補助

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
②低所得者
のみ

下水道処理区域内の住
宅

④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定
工事費の25％以内　又は
上限額の範囲内

北海道
紋別市水洗便所改造
等資金貸付に関する
条例

紋別市 ⑥その他
汲取り便所から水洗便所
への改造資金の貸付

②融資（無利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

工事費の一時負担が困
難であるが、償還能力を
有する者

下水道処理区域内の住
宅

④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定 上限額の範囲内

北海道
紋別市合併処理浄化
槽設置推進事業補助
金交付要綱

紋別市 ⑥その他
合併処理浄化槽設置に対
する補助

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
下水道処理区域外の住
宅

④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定
工事費の90％以内　かつ
上限額の範囲内



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道

紋別市合併処理浄化
槽設置に伴う排水設
備等改造に関する補
助金交付要綱

紋別市 ⑥その他
合併処理浄化槽設置に伴
う便所改造資金の補助

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
②低所得者
のみ

下水道処理区域外の住
宅

④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定
工事費の1/6以内　かつ
上限額の範囲内

北海道

紋別市合併処理浄化
槽設置に伴う排水設
備等改造資金貸付け
に関する条例

紋別市 ⑥その他
合併処理浄化槽設置に伴
う便所改造資金の貸付

②融資（無利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

工事費の一時負担が困
難であるが、償還能力を
有する者

下水道処理区域外の住
宅

④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定 上限額の範囲内

北海道
紋別市単独処理浄化
槽撤去推進事業補助
金交付要綱

紋別市 ⑥その他
単独処理浄化槽撤去に対
する補助

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

合併処理浄化槽を設置
する場合

下水道処理区域外の住
宅

④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定 上限額の範囲内

北海道
紋別市認証材活用住
宅助成事業補助金交
付要綱

紋別市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
市内SGEC認定事業
体

④要件なし 市内に建築される住宅 ④要件なし 特になし
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定

認証材1㎥あたり5万円
内装材等森林認証製品1㎡
あたり5千円
かつ　100万円以内

北海道
大空町住宅設備改造
補助事業

大空町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

身体障害者のみ 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象範囲の部分の設
備改造に要する費用

定額

北海道
大空町障害者日常生
活用具給付等事業

大空町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

重度の障害により日常生
活を営むのに支障がある
障害者及び障害児

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象範囲の部分の設
備改造に要する費用

補助対象範囲の工事費の1
割と所得に応じて算出した
補助費のどちらか低い方

北海道
大空町住宅用太陽光
発電システム導入費
補助

大空町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

太陽光発電システムを新
規設置する又はシステム
付住宅を購入する個人

特になし ④要件なし 特になし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

1kWあたり4万円 定額

北海道
大空町住宅リフォー
ム事業補助

大空町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内業者かつ大空町
商工会の会員

③その他の
要件

・町内に住所を有する者
及び町内に補助金の交
付を受けようとする年度
の3月31日までに移住す
る者であって、当該移住
についての確約書を提出
した者
・住宅リフォームを行う住
宅の所有者であり、リ
フォーム完了後その住宅
に居住する者

特になし ③その他

ほかの補助事業との併
用は可だが、ほかで受
けた補助による工事の
費用については本補助
対象工事費から除く

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象工事費用の3分の
1以内

30万円以上の工事
工事費の1/3補助
上限30万円
同一住宅及び同一人につ
いて１回まで

北海道
美幌町住宅設備改善
事業

美幌町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

下肢及び視力等が不自
由で室内の移動が困難
な者

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

介護保険制度、障害者
自立支援制度利用者は
対象外

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

１０万円以上の工事に対し
９万円

北海道
美幌町町産材活用促
進事業

美幌町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
ＦＳＣーCOC認証の
工務店等であること

③その他の
要件

町内に在住で町税等滞
納のないもの

特になし ④要件なし 特になし
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定

FSC認証町産材１㎥あたり
4万円

北海道
美幌町木質ペレット
ストーブ普及宣伝事
業

美幌町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
美幌町ペレットストー
ブ登録業者であるこ
と

③その他の
要件

町内に在住で町税等滞
納のないもの

特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定
本体価格の１／２(上限２０
万円）

北海道
美幌町住宅用太陽光
発電システム設置モ
ニター事業

美幌町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

町内在住者（居住予定
者）

太陽光発電システムの
設置を予定している住
宅（同システム付きの建
売住宅購入予定者）

④要件なし
設置工事の着工が当該
年度のものに限る

③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

定額

北海道
美幌町勤労者住宅資
金貸付制度

美幌町 ⑥その他
町内で働く勤労者の定住促
進支援

②融資（無利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

町内の職場で１年以上在
職し今後も勤務予定で、
一定の融資条件（町税完
納等）に該当する方

特になし ④要件なし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

融資期間２５年以内（リ
フォーム１５年以内）、年利
2.95％（固定金利、H23.4..1
現在・別途保証料必要）

北海道
美幌町住宅リフォー
ム促進補助事業

美幌町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

制度要綱に基づき資
格登録を行った事業
者

③その他の
要件

・町内に住所を有する、
住宅の所有者で、現に当
該住宅に居住する者
・町税を滞納していない
者

・建築基準法に適合する
住宅
・事業年度内に築後5年
を経過する住宅

③その他
国、北海道又は町の他
の補助制度による工事
部分を除く

②工事費用に応じて決定
５０万円以上の対象工事に
対し２０％
（補助金の上限５０万円）

北海道
日常生活用具給付等
事業

津別町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

身体障害者のみ 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

9/10か10/10、ただし限度
額200千円

北海道
太陽光発電システム
導入支援事業

津別町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

町内在住の町税を滞納
していない者で、利用状
況調査に協力できること

特になし ③その他 国の補助金との併用可 特になし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１キロワット当たり４万円、
ただし限度額120千円

北海道
木質ペレットストーブ
導入支援事業

津別町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

町内在住の町税を滞納
していない者で、利用状
況調査に協力できること

特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

本体機器購入費の１／２、
ただし限度額２００千円

北海道
太陽光パネル設置助
成事業

斜里町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

斜里町商工会会員
で、町の建設工事等
競争入札参加資格
者で町内に独立した
事業所を有するもの

③その他の
要件

住宅使用者 特になし ③その他
国のパネル設置補助と
併用可

申請者に町税等の未納
が無いこと

③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

1Kwの発電量に対し7万円 1Kwの発電量に対し7万円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道 耐震改修促進事業 斜里町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

北海道耐震診断・耐
震改修技術者名簿に
登録された者が所属
する事業所

③その他の
要件

住宅所有者
昭和56年5月以前の木
造住宅

③その他
町の他の事業と重複し
ない部分は可

申請者に町税等の未納
が無いこと

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修に係る工事費 対象工事費の１０％

北海道 リフォーム促進事業 斜里町 ⑥その他
住宅のリフォームを促進す
るため

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

斜里町商工会会員
で、町の建設工事等
競争入札参加資格
者、小規模修繕契約
希望者で町内に独立
した事業所を有する
建設業を営むもの

③その他の
要件

住宅所有者
建設後5年以上経過して
いること

③その他
国の住宅エコポイント事
業は併用可

申請者に町税等の未納
が無いこと。50万円（税
抜）以上の工費

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

住宅部分に係る増築、改修
工事費

対象工事費の１０％

北海道
身体障害者等住宅整
備助成

斜里町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし 特に定めない
③その他の
要件

障害者手帳所有者、世
帯主

新築、増築、10㎡以上 ③その他
町の他の事業と重複し
ない部分は可

申請者に町税等未納が
無いこと

②工事費用に応じて決定
段差解消及び便所・浴室改
修等

整備費用の4/4～1/2で1万
円単位

北海道
身体障害者等住宅整
備資金貸し付け

斜里町
②バリアフリー
改修

②融資（無利子） ⑤要件なし 特に定めない
③その他の
要件

障害者手帳所有者、世
帯主

身体状況に適合する改
良工事

③その他
町の他の事業と重複し
ない部分は可

申請者に町税等の未納
が無いこと

②工事費用に応じて決定 整備費1万円以下切り捨て
無利子　償還期間6年、連
帯保証人が必要

北海道
老人居室整備資金貸
し付け

斜里町
②バリアフリー
改修

②融資（無利子） ⑤要件なし 特に定めない
③その他の
要件

世帯所有者

60才以上の老人の為に
10㎡以上の部屋を整備
若しくは、トイレ、浴室の
改修

③その他
町の他の事業と重複し
ない部分は可

申請者に町税等の未納
が無いこと

②工事費用に応じて決定
整備費用の1/2で10万円単
位

無利子　償還期間6年、連
帯保証人が必要

北海道
移住者受け入れ促進
事業

斜里町 ⑥その他
移住者受け入れのための
改修

②融資（無利子） ⑤要件なし 特に定めない
③その他の
要件

住宅所有者 特になし ③その他
町の他の事業と重複し
ない部分は可

申請者に町税等の未納
が無いこと

②工事費用に応じて決定 5年以内　無利子

北海道
清里町住宅用太陽光
発電システム導入費
補助事業

清里町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし 特になし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１ｋｗ当たり6万円

北海道
清里町地域経済活性
化（住宅リフォーム）
事業

清里町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

清里町商工会会員
で、町の建設工事等
競争入札参加資格
者で町内に独立した
事業所を有するもの

④要件なし 特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定 工事費の1/3以内

北海道
清里町地域経済活性
化（住宅リフォーム）
事業

清里町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

清里町商工会会員
で、町の建設工事等
競争入札参加資格
者で町内に独立した
事業所を有するもの

④要件なし 特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定 工事費の1/3以内

北海道
清里町地域経済活性
化（住宅リフォーム）
事業

清里町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

清里町商工会会員
で、町の建設工事等
競争入札参加資格
者で町内に独立した
事業所を有するもの

④要件なし 特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定 工事費の1/3以内

北海道
清里町地域経済活性
化（住宅リフォーム）
事業

清里町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

清里町商工会会員
で、町の建設工事等
競争入札参加資格
者で町内に独立した
事業所を有するもの

④要件なし 特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定 工事費の1/3以内

北海道
高齢者等住宅整備事
業

小清水町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

④要件なし ②工事費用に応じて決定 工事に係る費用 定額

北海道
住宅用太陽光発電シ
ステム導入事業

小清水町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

工事に係る費用 定額

北海道
小清水町木造住宅耐
震診断補助事業

小清水町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

工事に係る費用 定額

北海道
小清水町木造住宅耐
震改修補助事業

小清水町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

工事に係る費用 定額

北海道
小清水町地域経済活
性化事業

小清水町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 工事に係る費用 定額

北海道
訓子府町障碍者等健
やか住宅改造費補助
事業

訓子府町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

④要件なし ②工事費用に応じて決定
補助対象工事費の５０％以
内

北海道
置戸町高齢者等住宅
改修費助成金

置戸町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

玄関のスロープや手すりの
設置、バリアフリー化等に
おける改修工事

助成金の額は、改修工事
費100万円を限度にその2
分の1の額を補助する。



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
佐呂間町住宅建設促
進事業

佐呂間町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

佐呂間町商工会の
会員であって、町内
に独立した事業所を
有する建設業者が自
ら行う工事

③その他の
要件

本町の住民基本台帳に
登録されている者及び今
後本町に転入しようとす
る者。住宅の所有者で
あって、助成対象住宅に
5年以上居住することを
確約する者。対象者と居
住する全ての者が、町税
及び公共料金等を滞納し
ていない者。

町内に建築された個人
の住宅。改修費用が50
万円以上のもの。町内
の建設業者が工事を行
う住宅。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

公共工事等により補償
を受けて行う住宅、国、
北海道、佐呂間町、その
他公共団体等から受け
ることができる助成額又
は助成対象費用は対象
外。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

改修　補助対象経費の10
分の1
増改築　１㎡当たり15,000
円

北海道
佐呂間町住宅建設促
進事業

佐呂間町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

佐呂間町商工会の
会員であって、町内
に独立した事業所を
有する建設業者が自
ら行う工事

③その他の
要件

本町の住民基本台帳に
登録されている者及び今
後本町に転入しようとす
る者。住宅の所有者で
あって、助成対象住宅に
5年以上居住することを
確約する者。対象者と居
住する全ての者が、町税
及び公共料金等を滞納し
ていない者。

町内に建築された個人
の住宅。改修費用が50
万円以上のもの。町内
の建設業者が工事を行
う住宅。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

公共工事等により補償
を受けて行う住宅、国、
北海道、佐呂間町、その
他公共団体等から受け
ることができる助成額又
は助成対象費用は対象
外。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

改修　補助対象経費の10
分の1
増改築　１㎡当たり15,000
円

北海道
佐呂間町住宅建設促
進事業

佐呂間町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

佐呂間町商工会の
会員であって、町内
に独立した事業所を
有する建設業者が自
ら行う工事

③その他の
要件

本町の住民基本台帳に
登録されている者及び今
後本町に転入しようとす
る者。住宅の所有者で
あって、助成対象住宅に
5年以上居住することを
確約する者。対象者と居
住する全ての者が、町税
及び公共料金等を滞納し
ていない者。

町内に建築された個人
の住宅。改修費用が50
万円以上のもの。町内
の建設業者が工事を行
う住宅。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

公共工事等により補償
を受けて行う住宅、国、
北海道、佐呂間町、その
他公共団体等から受け
ることができる助成額又
は助成対象費用は対象
外。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

改修　補助対象経費の10
分の1
増改築　１㎡当たり15,000
円

北海道
佐呂間町住宅建設促
進事業

佐呂間町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

佐呂間町商工会の
会員であって、町内
に独立した事業所を
有する建設業者が自
ら行う工事

③その他の
要件

本町の住民基本台帳に
登録されている者及び今
後本町に転入しようとす
る者。住宅の所有者で
あって、助成対象住宅に
5年以上居住することを
確約する者。対象者と居
住する全ての者が、町税
及び公共料金等を滞納し
ていない者。

町内に建築された個人
の住宅。改修費用が50
万円以上のもの。町内
の建設業者が工事を行
う住宅。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

公共工事等により補償
を受けて行う住宅、国、
北海道、佐呂間町、その
他公共団体等から受け
ることができる助成額又
は助成対象費用は対象
外。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

改修　補助対象経費の10
分の1
増改築　１㎡当たり15,000
円

北海道
佐呂間町住宅用太陽
光発電システム設置
費補助

佐呂間町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし 特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

国の補助受給
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

発電量1KW当り3万円を補
助

北海道
遠軽町高齢者等住宅
設備改造支援費支給
事業

遠軽町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ③その他

介護保険制度等におけ
る住宅改修と合わせて
利用する場合は、介護
保険制度等の住宅改修
対象限度額を差し引い
た額を支給対象額とす
る。

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

住宅設備改修工事費の2分
の１以内

北海道
住宅用太陽光発電シ
ステムモニター事業

遠軽町 ⑥その他

住宅に設置した太陽光発
電システムの運転状況（１２
か月間）を町に提供しても
らう事業

システムの運転状
況を町に提供して
もらうかわりにモ
ニター料を支払う

④その他の要件 町内業者
③その他の
要件

町民 特になし ④要件なし 特になし ⑥その他 未使用品（新品に限る） 定額

北海道
住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

遠軽町 ⑥その他
新築住宅に設置した太陽
光発電システムに対する補
助

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 町内業者
③その他の
要件

町民 特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

住宅用太陽光発電シス
テムモニター事業を受け
ることが要件

特になし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

住宅の品質確保の促進等
に関する法律（平成１１年
法律第８１号）第３条第１項
の規定に基づく日本住宅性
能表示基準の別表１におけ
る「５温熱環境に関するこ
と」の等級３（新省エネル
ギー基準）のうち、断熱材
及び防湿材の施工に関す
る基準に適合する住宅

７０万円（ただし、補助対象
経費の合計額が７０万円に
満たない場合は、その額）

北海道
ペレットストーブ購入
費補助金

遠軽町 ⑥その他
住宅等に設置したペレット
ストーブ購入に対する補助

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 町内業者
③その他の
要件

町民及び事業者 特になし ④要件なし 特になし ⑥その他 未使用品（新品に限る）
３０万円（ただし、補助対象
経費の合計額が３０万円に
満たない場合は、その額）

北海道 住宅改修補助事業 湧別町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

建設工事等入札参
加資格登録業者

④要件なし 特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 対象工事費の20％

北海道
湧別町高齢者等さわ
やか住宅改造補助事
業

湧別町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

非課税世帯で65歳以上
の高齢者又は重度身体
障害者であって日常生活
に介助が必要である。

特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象工事費の３分の１
以内

北海道
湧別町クリーンエネ
ルギー補助金

湧別町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

町内に自ら所有する住宅
に居住している個人

自ら所有し居住している
住宅

④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

設置した太陽電池の最大
出力に、1kw当り21万円を
乗じて得た額。



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
美しい村づくり推進補
助金

西興部村 ⑥その他 まちなみ景観への配慮
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
完成後、7年間は色彩等
を維持する事

②工事費用に応じて決定 工事費用×1/2
1/2
（上限設定あり）

北海道
　雄武町快適住まい
づくり促進事業

雄武町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

　町内に事業所を置
く建築業登録事業所
のうち、経営者が雄
武町住民基本台帳に
登録されいてる事業
所

③その他の
要件

・雄武町住民基本台帳に
登録されている者又は今
後雄武町に居住しようと
する者で、１０年以上の
居住を確約する者
・町税等の滞納をしてい
ない者

発注者が自ら所有し、居
住する為の住宅

③その他
　同一住宅又は同一人
に対して一回限りとす
る。

・国又は北海道からの
助成制度等と重複しな
いこと

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

　対象となる工事費用は居
住部分に限る。

補助対象工事費の１／３の
額

北海道
　雄武町快適住まい
づくり促進事業

雄武町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

　町内に事業所を置
く建築業登録事業所
のうち、経営者が雄
武町住民基本台帳に
登録されいてる事業
所

③その他の
要件

・雄武町住民基本台帳に
登録されている者又は今
後雄武町に居住しようと
する者で、１０年以上の
居住を確約する者
・町税等の滞納をしてい
ない者

発注者が自ら所有し、居
住する為の住宅

③その他

　同一住宅又は同一人
に対して一回限りとす
る。　ただし、満６５歳以
上の高齢者、身体障害
者手帳３級以上で内臓
疾患認定者及び知的障
害者A判定認定者につ
いては、補助上限額に
達するまでは回数制限
を設けないこととする。

・国又は北海道からの
助成制度等と重複しな
いこと
・高齢者・障害者に限
り、介護保険法における
居宅介護住宅改修費又
は雄武町高齢者等住宅
改修資金補助条例など
により補助金の交付を
受けた者は、その補助
金の額を合算した交付
限度額を１００万円とす
る

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

　対象となる工事費用は居
住部分に限る。

補助対象工事費の１／３の
額

北海道
　雄武町快適住まい
づくり促進事業

雄武町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

　町内に事業所を置
く建築業登録事業所
のうち、経営者が雄
武町住民基本台帳に
登録されいてる事業
所

③その他の
要件

・雄武町住民基本台帳に
登録されている者又は今
後雄武町に居住しようと
する者で、１０年以上の
居住を確約する者
・町税等の滞納をしてい
ない者

発注者が自ら所有し、居
住する為の住宅

③その他
　同一住宅又は同一人
に対して一回限りとす
る。

・国又は北海道からの
助成制度等と重複しな
いこと

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

　対象となる工事費用は居
住部分に限る。

補助対象工事費の１／３の
額

北海道
ユニバーサルデザイ
ン住宅建設資金貸付
制度

帯広市
②バリアフリー
改修

ユニバーサルデザイン住宅
の新築及び増改築に対し
融資

②融資（無利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

申請者所得1,200万円以
下
２０歳以上70歳未満

帯広市に新築または増
改築する住宅
新築は専用住宅のみ対
象
所有者が自ら居住する
住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

増改築の場合、介護保
険の住宅改修と同部位
の併用はできません。

増改築は、ユニバーサ
ルデザイン住宅相談会
及び現地調査において
アドバイザーの助言・指
導を受ける

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

新築…ユニバーサルデザ
イン住宅の基準を満たした
住宅の建設費
増改築…将来のため、もし
くは、要介護者の自立を助
け、介護者の負担を軽くす
るために行う住宅改修にか
かる費用

新築：対象工事費用全額
増改築：対象工事見積額の
8割以内

無利子　返済期間20年以
内

北海道
ユニバーサルデザイ
ン住宅改造資金補助
制度

帯広市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

身障手帳1・2級、又は、
介護認定　要支援者・要
介護者
世帯の合計所得が８００
万円以下

対象者（身障手帳1・2
級、又は、介護認定　要
支援者・要介護者）が居
住する住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

介護保険の住宅改修と
同部位の併用はできま
せん。

ユニバーサルデザイン
住宅相談会及び現地調
査においてアドバイザー
の助言・指導を受ける

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

要介護者の自立を助け、介
護者の負担を軽くするため
に行う住宅改修にかかる費
用

対象工事見積額の8割以内

北海道 耐震診断補助制度 帯広市 ①耐震改修 耐震診断
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

帯広市内に事業所、
支店、営業所を置
き、建設業の許可を
受けていること。
耐震診断・耐震改修
技術者名簿に木造耐
震診断の区分で登録
していること。

②低所得者
のみ

世帯の合計所得が８００
万円以下

所有者が自ら居住する
住宅
昭和56年5月31日以前
に着工された木造住宅
地上2階建て以下の在
来軸組工法
外壁から隣地境界等ま
で７ｍ以内

④要件なし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

耐震診断にかかる費用
対象経費3万円未満：全額
対象経費3万円超　：3万円

北海道 耐震改修補助制度 帯広市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

帯広市内に事業所、
支店、営業所を置
き、建設業の許可を
受けていること。
耐震診断・耐震改修
技術者名簿に木造耐
震診断の区分で登録
していること。

②低所得者
のみ

世帯の合計所得が８００
万円以下

所有者が自ら居住する
住宅
昭和56年5月31日以前
に着工された木造住宅
地上2階建て以下の在
来軸組工法
外壁から隣地境界等ま
で７ｍ以内

④要件なし

耐震診断の結果上部構
造評点が１．０未満と診
断されたものを１．０以
上に改修すること

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修にかかる費用

対象経費２０万円未満全額
20万円以上２００万以下：２
０万円
２００万円超：１０パーセント
３００万円超：３０万円

北海道
耐震改修資金貸付制
度

帯広市 ①耐震改修 ②融資（無利子）
②都道府県（市区
町村）内の事業者

帯広市内に事業所、
支店、営業所を置
き、建設業の許可を
受けていること。
耐震診断・耐震改修
技術者名簿に木造耐
震診断の区分で登録
していること。

③その他の
要件

20歳以上で返済時が満
75歳未満

所有者が自ら居住する
住宅
昭和56年5月31日以前
に着工された木造住宅
地上2階建て以下の在
来軸組工法
外壁から隣地境界等ま
で７ｍ以内

②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

耐震改修補助を利用す
ること

耐震診断の結果上部構
造評点が１．０未満と診
断されたものを１．０以
上に改修すること

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修にかかる費用

対象経費から次に掲げる
経費を差し引いた額の8割
以内
(１)耐震改修補助額
(２)対象経費の１０％に相
当する額（ただし、２０万円
を上限とする）

無利子　返済期間１０年以
内

北海道
リフォーム資金貸付
制度

帯広市 ①耐震改修 ②融資（無利子）
②都道府県（市区
町村）内の事業者

帯広市内に事業所、
支店、営業所を置
き、建設業の許可を
受けていること。
耐震診断・耐震改修
技術者名簿に木造耐
震診断の区分で登録
していること。

③その他の
要件

20歳以上で返済時が満
75歳未満

所有者が自ら居住する
住宅
昭和56年5月31日以前
に着工された木造住宅
地上2階建て以下の在
来軸組工法
外壁から隣地境界等ま
で７ｍ以内

②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

耐震改修補助を利用す
ること

②工事費用に応じて決定
リフォーム工事にかかる費
用

対象経費の８割以内

無利子　返済期間１０年以
内



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道

帯広市新エネルギー
導入促進補助金
（太陽光発電システ
ム）

帯広市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内に居住または居住
予定で次の条件を全て
満たす者
・市税を滞納していないこ
と
・これまでに同一設備に
ついて帯広市の新エネル
ギー導入に対する補助
金を受けたことがないこ
と
・平成２３年度内に設置
工事を完了し、設置費用
の支払いを終え、補助事
業実績報告書を提出でき
ること

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

太陽光発電システムの購
入・設置費用

対象経費の1／2

北海道

帯広市新エネルギー
導入促進補助金
（木質ペレットストー
ブ）

帯広市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内に居住または居住
予定で次の条件を全て
満たす者
・市税を滞納していないこ
と
・これまでに同一設備に
ついて帯広市の新エネル
ギー導入に対する補助
金を受けたことがないこ
と
・平成２３年度内に設置
工事を完了し、設置費用
の支払いを終え、補助事
業実績報告書を提出でき
ること

特になし ④要件なし ⑥その他
木質ペレットストーブの購
入費用

対象経費の1／2

北海道

帯広市新エネルギー
導入促進補助金
（CO2冷媒ヒートポン
プ給湯器）

帯広市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内に居住または居住
予定で次の条件を全て
満たす者
・市税を滞納していないこ
と
・これまでに同一設備に
ついて帯広市の新エネル
ギー導入に対する補助
金を受けたことがないこ
と
・平成２３年度内に設置
工事を完了し、設置費用
の支払いを終え、補助事
業実績報告書を提出でき
る と

特になし ④要件なし ⑥その他
CO2冷媒ヒートポンプ給湯
器の購入費用

対象経費の1／10

北海道

帯広市新エネルギー
導入促進補助金
（潜熱回収型ガス給
湯暖房機）

帯広市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内に居住または居住
予定で次の条件を全て
満たす者
・市税を滞納していないこ
と
・これまでに同一設備に
ついて帯広市の新エネル
ギー導入に対する補助
金を受けたことがないこ
と
・平成２３年度内に設置
工事を完了し、設置費用
の支払いを終え、補助事
業実績報告書を提出でき
ること

特になし ④要件なし ⑥その他
潜熱回収型ガス給湯暖房
機の購入費用

対象経費の1／10



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
帯広市太陽光発電シ
ステム導入資金貸付

帯広市
③エコリフォーム
促進

②融資（無利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

市内に居住または居住
予定で次の条件を全て
満たす者
・市税を滞納していないこ
と
・これまでに帯広市太陽
光発電システム導入資
金貸付を受けたことがな
いこと
・平成２３年度内に、太陽
光発電システムの設置
工事を完了し、電力受給
契約の締結等を終了し、
設置完了報告書を提出
できること
・申請日の属する月の末
日における年齢が２０歳
以上であること
・貸付を受けた資金の償
還について十分な返済
能力を有すること
・取扱金融機関の指定す
る保証機関が定める保
証対象の要件を満たして
いること

特になし ④要件なし ⑥その他
上限150万円
償還期間10年以内

北海道
音更町やさしい住宅
改修補助

音更町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

①満65歳以上の人、満
65歳未満で身障者・要介
護者・要支援者、その他
身体機能の低下が認め
られる人が入居している
か、入居することが確実
な住宅
②入居者または入居予
定の世帯全員が町税（国
民健康保険税を除く）を
滞納していないものであ
ること。ただし、町長が特
に認めたときは、この限
りでない。

町内の住宅で（高齢者
及び身体障害者の居住
を目的に整備された住
宅を除く。）居住の用に
供する部分と事業の用
に供する部分とが結合
する併用住宅にあって
は、居住の用に供する
部分に限る。

④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定

補助対象工事に要する額
の3分の1以内の額（当該額
に1,000円未満の端数があ
るときは、これを切り捨て
る。）とし上限を20万円とす
る。

北海道
音更町耐震改修補助
（耐震診断）

音更町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

建築士法（昭和25年
法律第202号）第2条
第1項に規定する建
築士で、北海道が行
う耐震診断・耐震改
修技術者名簿におい
て木造耐震診断の公
衆区分に登録されて
いるもの。

③その他の
要件

①所有者が居住している
こと。
②所有者（当該建築物が
共有の場合は共有者を
含む）が町税（国民健康
保険税を除く）を滞納して
いないものであること。た
だし、町長が特に認めた
ときは、この限りでない。

①木造の戸建住宅（併
用住宅で床面積の1／2
以上が居住用のものを
含む）で昭和56年5月31
日以前に着工した地上2
階建てまでのものである
こと。
②建築基準法その他関
係法令に違反していな
いこと。

③その他
過去に耐震改修補助の
交付を受けていないこ
と。

特になし ②工事費用に応じて決定

耐震診断に要した額（当該
額が3万円を超えるときは3
万円とし、当該額に1,000円
未満の端数があるときはこ
れを切り捨てる。）

北海道
音更町耐震改修補助
（耐震改修）

音更町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

建設業法（昭和24年
法律第100号）第3条
第1項の規定に基づく
国土交通大臣又は
北海道知事の許可を
受けている者で、北
海道が行う耐震診
断・耐震改修技術者
名簿登録閲覧業務
処理要領に基づく耐
震診断・耐震改修技
術者名簿において木
造耐震改修の講習
区分に登録されてい
る者が所属している
こと。

③その他の
要件

①所有者が居住している
こと。
②所有者（当該建築物が
共有の場合は共有者を
含む）が町税（国民健康
保険税を除く）を滞納して
いないものであること。た
だし、町長が特に認めた
ときは、この限りでない。

①木造の戸建住宅（併
用住宅で床面積の1／2
以上が居住用のものを
含む）で昭和56年5月31
日以前に着工した地上2
階建てまでのものである
こと。
②建築基準法その他関
係法令に違反していな
いこと。
③耐震診断の結果、上
部構造評点が1.0未満と
診断されたものであるこ
と。

③その他
過去に耐震改修補助の
交付を受けていないこ
と。

特になし ②工事費用に応じて決定

耐震改修工事費が20万円
未満の場合はその額
耐震改修工事費が20万円
以上、200万円未満の場合
は20万円
耐震改修工事費が200万円
以上の場合はその額の
10％で30万円を限度



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
音更町住宅用太陽光
発電システム普及促
進事業補助金

音更町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

１ 町内に住所を有する者であって、
次の各号のいずれかに該当するも
のとする。（１）補助の申込みを行う
年度（以下「申込年度」という。）に
住宅用太陽光発電システムの設置
に係る工事請負契約を締結し、当
該年度の３月１５日までに町内の住
宅等で次のいずれかに該当するも
のに住宅用太陽光発電システムを
新設する者
ア自己が所有し、自らが居住する住
宅等
イ同居の家族が所有し、自らが居
住する住宅等（当該住宅等に住宅
用太陽光発電システムを設置する
ことについて、住宅等の所有者が承
諾しているものに限る。）
（２）申込年度に住宅用太陽光発電
システムの設置された新築の住宅
等の売買契約を締結し、当該年度
の３月１５日までに当該住宅等を購
入し、自らが居住する者
２ 前項の規定にかかわらず、次の
各号のいずれかに該当する者は、
補助金の交付対象者とはしない。
（１）設置者又は同居の家族（同居
を予定している者を含む。）が、町税
（国民健康保険税を除く。）を滞納し
ている者。ただし、町長が特に認め
るときは、この限りでない。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

この要綱又は音更町新
エネルギー設備導入費
補助金交付要綱の規定
による補助金の交付を
受けたことがある者

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象経費に３分の１を
乗じた金額（千円未満は切
り捨て）
　ただし、１５万円が補助金
の上限額

北海道
音更町木質ペレット
ストーブ購入費補助
金

音更町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

交付対象者は、次の各
号のいずれにも該当する
ものとする。（１）町内に
住所を有する者（実績報
告書を提出するときまで
に本町に住所を有する予
定の者を含む。）であるこ
と。
（２）設置者及び同居の
家族（同居を予定してい
る者を含む。）が町税を
滞納していないこと。
ただし、町長が認める場
合はこの限りでない。
（３）この補助金の交付の
申請を行う年度内に木質
ペレットストーブを購入
し、当該年度の２月末日
までに自らが居住する町
内の住宅等に設置を完
了するものであること。

③その他

この補助金の交付を受
けたことがある者につい
ては、補助金の交付対
象者とはしない

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助金の額は、１０万円を
上限とし、補助対象経費の
３分の１に相当する額とす
る。
この場合において、補助金
の算出額に１，０００円未満
の端数が生じたときは、こ
れを切り
捨てる

北海道
ウタリ住宅新築等資
金貸付事業

音更町 ⑥その他

ウタリ系住民に対し、住宅
の改修に必要な資金を貸し
付ける。

④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

(貸付けの対象者)
本町に居住し、本町の区
域内において、住宅の改
修をしようとするウタリ系
住民とする。
2　前規定にかかわらず、
町税(国民健康保険税を
除く。)を滞納している者
に対しては住宅回収資金
の貸付けは行わない。た
だし、町長が特に認める
ときは、この限りでない。

④要件なし ②工事費用に応じて決定
4万円以上480万円以下

北海道 音更町農業振興資金 音更町 ⑥その他
町内の農業者に対し、住宅
の改修に必要な資金を貸し
付ける。

④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

農業者及び生産を共同
又は集団的に行うことを
目的とした農業者の組織
する団体

④要件なし

貸付を受けようとする者
が個人の場合は、保証
人1人を付さなければな
らない。
2　貸付を受けようとする
者が農業者の組織する
団体である場合には、
構成員全員が、連帯保
証人とならなければなら
ない。
3　保証人は本町に在住
する農業者とする。

②工事費用に応じて決定 200万円以内

北海道
住宅用太陽光発電シ
ステム導入事業

士幌町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内の事業者
③その他の
要件

自ら居住する住宅の所
有者

町内の住宅 ④要件なし

中古システム不可
電力会社と連係契約を
要す
表示－省エネナビ要

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

1キロワットにつき7万円 定額

北海道
木造住宅耐震診断助
成事業

士幌町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

十勝管内の登録事
業者

③その他の
要件

自ら居住する住宅の所
有者

町内の木造戸建住宅又
は併用住宅

④要件なし ⑥その他 耐震診断に要する費用 100％　上限３万円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
木造住宅耐震改修助
成事業

士幌町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

十勝管内の登録事
業者

③その他の
要件

自ら居住する住宅の所
有者

町内の木造戸建住宅又
は併用住宅

④要件なし ②工事費用に応じて決定 耐震改修及び付帯工事

対象経費20~200万円は20
万円補助
200万円超えは対象経費の
10%（補助上限50万円）

北海道
上士幌町定住住宅建
設等促進奨励事業

上士幌町 ⑥その他 定住促進
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

町内居住者（居住予定者
含む）

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし ②工事費用に応じて決定
リフォーム　10％（上限20
万）
新築　50万円

北海道
鹿追町耐震改修促進
事業

鹿追町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

耐震診断・耐震改修
技術者名簿に木造耐
震改修の区分で登録
している方が所属し
ていること

③その他の
要件

町の収納事務に滞納が
ない

・町民が自ら所有してい
る住宅（S56年5月31日
以前に着工された木造
住宅）。
・戸建て住宅、併用住宅
で住宅部分に供する床
面積が延床面積の1/2
以上のもの。
・地上2階以下の在来軸
組み工法。
・建築基準法に明らかな
法令違反が無い。

④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修工事に係る費用
の10％以上かつ20万円。た
だし、工事に要した費用が
２０万円を下回る場合は当
該費用の額、300万円を超
える場合には30万円。

北海道
居宅介護住宅改修補
助事業

鹿追町
②バリアフリー
改修

在宅の要介護（支援）者の
住宅改修

①補助（診断士
派遣を含む）

負担金補助 ⑤要件なし
③その他の
要件

在宅の要介護（支援）者 特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

改修工事費の9割相当額
で、支給限度基準額（20万
円）の9割を上限

北海道
鹿追町定住促進住宅
建設奨励事業

鹿追町
②バリアフリー
改修

在宅の要介護（支援）者の
住宅改修

⑤ポイント発行 商品券にて助成 ⑤要件なし
③その他の
要件

同上 特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

改修工事費に要した費用
の9割に相当する額から上
記により支給された住宅改
修費の支給相当額を差し
引いた額

北海道
鹿追町住宅用太陽光
発電システム導入費
補助制度

鹿追町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
自己又は同居の家族が
所有し、かつ自ら居住し
ている住宅

④要件なし

システムの経費（補助対
象経費）が１kWあたり６
０万円以下（消費税抜
き）のもの。中古品のシ
ステムは対象外。

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

太陽電池の最大出力値に
７万円を乗じた額で、２０万
円を上限。

北海道
住宅用太陽光発電シ
ステム導入費補助

新得町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

・発電システム設置者（シ
ステム設置住宅の所有
者、住宅所有者と設置者
が異なる場合は、所有者
の設置同意が必要）
・町税等の町に納付すべ
き公金の滞納がないこ
と。

特になし ③その他
国の助成制度の対象と
なる太陽光発電システ
ムの設置

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

補助対象設備の設置
発電量1kw当たり７万円
補助上限額２８万円

北海道
清水町木造住宅耐震
改修　等補助制度

清水町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

北海道の耐震診断・
耐震改修技術者名
簿において木造耐震
改修の講習区分で登
録していること

③その他の
要件

所有者自らが居住してい
ること、町税を滞納してい
ないこと

木造の戸建て住宅か併
用住宅で昭和56年5月
31日以前に着工した２
階建てまでのもので、耐
震診断の結果上部構造
評点が1.0未満と診断さ
れたもの

②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

社会資本整備総合交付
金・既存住宅耐震改修
事業（道費）

特になし ②工事費用に応じて決定 耐震工事に要した額

20万円未満の場合はその
費用の額　20万円以上、
200万円以下の場合は20万
円　200万円を超える場合
は費用の10％（30万円を上
限）

北海道
芽室町身体障害者住
宅改造費助成事業

芽室町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

診断士派遣含まな
い

⑤要件なし
③その他の
要件

64歳以下の身体障害者 ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象経費の90%

北海道
芽室町住宅リフォー
ム奨励事業

芽室町
⑤リフォーム促
進

⑤ポイント発行
②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

定額

北海道
芽室町住宅用太陽光
発電システム導入事
業

芽室町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

太陽電池出力１kwにつき7
万円

北海道
中札内村木造住宅耐
震改修補助

中札内村 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象工事の１０分の１
以内

北海道
更別村民間住宅耐震
改修補助事業

更別村 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

北海道耐震診断・耐
震技術者名簿登録
閲覧業務事務処理
要綱に基づく名簿登
載者が在籍する工務
店

③その他の
要件

自らの居住の要に供して
いる住宅

②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

更別村民間住宅耐震診
断事業による耐震診断
実施者

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

定額

北海道
更別村太陽光発電シ
ステム設置補助事業

更別村
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

自らの居住の要に供して
いる住宅

④要件なし 特になし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

1kwあたり7万円 定額

北海道 住宅整備資金の貸付 大樹町
②バリアフリー
改修

②融資（無利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

①及び65歳以上の高齢
者と同居するための高齢
者の専用居室を整備す
る世帯

④要件なし ②工事費用に応じて決定 融資期間：10年間



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
大樹町住宅用太陽光
発電システム導入補
助金

大樹町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

・大樹町内に住所を有す
ること（導入報告書提出
時までに転入し住所を有
する予定を含む）　　　　・
補助金交付申請年度の2
月末日までに、町内で自
ら居住する住宅にシステ
ムを設置、又はシステム
が導入された住宅等（新
築住宅に限る）を購入す
ること　　　　・借地・借家
等に居住している場合
は、所有者の承諾を得て
いること　　・本人及び同
居の家族が町税等を滞
納していないこと
・システム設置から3年間
その利用状況等につい
て町長に報告することが
できること

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

1kwあたり12万5千円
補助金上限額50万円

定額

北海道
大樹町住宅用内窓
サッシ設置補助金

大樹町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

・大樹町内に住所を有す
ること（設置報告書提出
時までに転入し住所を有
する予定を含む）　　　　・
内窓サッシ取り付けを行
う住宅の所有者（共同住
宅の場合、いずれかの一
人）であり、かつその住宅
に現に居住していること。
ただし、町内にある自ら
が所有しない家屋に居住
し、かつ当該家屋の固定
資産税納付しており、固
定資産税台帳に登録さ
れている所有者の相続
人であること・町内建設
業者により住宅内窓サッ
シの設置を行うこと・補助
交付決定前に工事着手
していないこと・平成24年
度2月末日までに取付工
事が完了できる見込みの
あること　・本人及び同居
の家族が町税等を滞納
していないこと

③その他

国・道・その他団体から
の補助金等の交付を受
けている場合は申請で
きない（住宅エコポイント
は除く）

次世代省エネルギー基
準（平成11年基準）の性
能が備わっているもの

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

・窓面積2.8㎡以上/箇所
18,000ﾎﾟｲﾝﾄ
・窓面積1.6～2.8㎡以上/箇
所12,000ﾎﾟｲﾝﾄ
・窓面積0.2～1.6㎡以上/箇
所7,000ﾎﾟｲﾝﾄ
大樹町住宅ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ制度
創設し大樹TMOｶｰﾄﾞ会発
行の商品券で交付

定額

北海道
広尾町高齢者居室整
備資金貸付事業

広尾町
②バリアフリー
改修

②融資（無利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

本人又は同居する家族
のもので、償還完済時が
７５才未満のもの

1.高齢者居室等を新築
又は増改築(改修)する
必要があり、かつ、自力
で整備することが困難で
あること。

④要件なし

1.町内に引き続き１年以
上住所を有するもの
2.貸付金を償還する見
込みがあること。
3.規則で定める所得以
下であること
4.高齢者の世帯又は親
族と現に同居している高
齢者若しくは高齢者と同
居しようとする親族であ
ること
5..町税、都市計画税及
び国民健康保険税を完
納している者であるこ
と。

⑥その他

　高齢者の専用居室、浴
室、トイレ、階段の手すり、
段差の解消等高齢者が居
住するための対応を施した
住居の整備を目的とし、２０
０万円を上限とする。

対象設備の設置費用およ
びそれに係る経費として２０
０万円を上限とした金額

北海道
幕別町住宅新築リ
フォーム奨励金制度

幕別町
⑤リフォーム促
進

⑤ポイント発行 ④その他の要件 町内業者 ④要件なし 特になし ④要件なし 特になし ⑥その他
住宅のリフォームに要する
費用が100万円以上の工事

定額

北海道
木造戸建て住宅無料
耐震診断

幕別町 ①耐震改修 無料診断 ⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし 特になし ⑥その他 職員による無料診断

北海道
太陽光発電システム
導入補助金

幕別町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし 特になし ⑥その他

発電システムの出力値３ｋ
Wまでは１ｋWあたり４万円、
３ｋWを超える部分について
は１ｋWあたり３万円で15万
円を限度

北海道
ペレットストーブ導入
補助金

幕別町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし 特になし ⑥その他

対象経費（ストーブ本体の
購入費）に２分の１を乗じて
得た額（1,000円未満切捨
て）。ただし、15万円を上限
とする。



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
池田町住宅リフォー
ム
促進奨励事業

池田町
⑤リフォーム促
進

⑤ポイント発行
②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

住宅を自ら所有し、自ら
居住する町民（工事終了
後転入する者も可）

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

住宅エコポイントの利用
は可
介護保険対象工事は不
可

町税等を滞納していな
いもの

②工事費用に応じて決定
工事費用×１/10
千円未満切捨

北海道
池田町民間木造住宅
耐震診断事業

池田町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者

③その他の
要件

昭和５６年6月以前に建
築された住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

1件3万円

北海道
池田町木造住宅耐震
改修事業

池田町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者

③その他の
要件

３００万円までは1/10又
は上限が３０万円

①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定 1/10又は上限30万円

北海道
池田町住宅用太陽光
発電導入支援補助事
業

池田町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内に住所を有する
事業者

③その他の
要件

町内に住所を有する個
人（補助事業実績報告書
提出時までに町内に住
所を有する予定の者を含
む）で、自ら所有・居住す
る住宅等に発電システム
を設置する者であるこ
と。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定

発電システムの最大出力
値１キロワット当り70,000円
で計算した額とする。ただ
し、200,000円を限度とす
る。

北海道
豊頃町住宅用太陽光
発電システム導入補
助金

豊頃町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

町内に住所を有し、同居
家族を含め町税を滞納し
ていない者

自ら居住する町内の住
宅又は発電システムが
設置された新築購入住
宅

④要件なし
補助金交付は同一者へ
一度のみ

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１キロワット当たり７万円 定額

北海道
豊頃町高齢者住宅用
火災警報器購入費助
成

豊頃町 ④災害予防
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

町内居住の満65歳以上
の独居又は寝たきりで町
民税非課税者

特になし ④要件なし １世帯１個 ⑥その他 １個の購入費用 購入費用の２分の１

北海道
本別町住宅用太陽光
発電システム導入補
助金

本別町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

本別町内の事業者
③その他の
要件

自ら居住する本別町内
の住宅に太陽光発電を
設置する個人

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

住宅用太陽光発電を設置
する費用

１ｋｗｈ当たり７万円　４ｋｗｈ
２８万円　上限

北海道
本別町高齢者等住宅
改修費助成金事業

本別町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

世帯市町村民税非課税 特になし ③その他
他の補助事業との併用
可

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象設備に係る費用

要介護認定高齢者
補助対象経費の１０分の９
一般高齢者
補助対象経費の３分の２

北海道
本別町高齢者住宅整
備資金貸付事業

本別町
②バリアフリー
改修

③利子補給 ⑤要件なし
③その他の
要件

60歳以上の親族である
高齢者と同居するもの

特になし ③その他
他の補助事業との併用
可

特になし ⑥その他 利子補給
償還期限１０年以内
利率年8.0％以内

北海道
本別町障害者地域支
援事業

本別町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

下肢・体幹機能障害 特になし ③その他
他の補助事業との併用
可

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象設備に係る費用 補助対象経費の４分の３

北海道
新エネルギー推進事
業

足寄町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

発電システム出力値
＠50,000円/kw

北海道
カラマツ材利用促進
事業

足寄町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定

町内産カラマツ材１m
3
以上

使用の農業施設、住宅を対
象

加工品＠19,300円/m
3

北海道
浦幌町住宅リフォー
ム補助事業

浦幌町 ⑥その他 ①～⑤のすべて対象
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

浦幌町内の施工業
者で、本事業におけ
る登録業者であるこ
と

③その他の
要件

浦幌町の住民基本台帳
に登録されていること、
町税・使用料等を完納し
ていること

発注者本人が所有し、
現に居住している住宅

③その他
原則、他の補助事業で
受けられる対象工事は
除く

②工事費用に応じて決定 リフォーム工事費用×１/５

北海道
住宅・建築物耐震改
修等事業

釧路市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

 ⑤要件なし
③その他の
要件

①所有者自ら居住する
住宅。
②市税等に滞納が無い。

①平成５６年５月３１日
以前の確認申請。
②耐震診断結果が「や
や危険」「危険」。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

住宅エコポイントとの併
用は可。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修工事費の金額に
よる。

①１００～１９９万円→２０万
円
②２００～２９９万円→１０％
③３００万円以上　→３０万
円

北海道 地域生活支援事業 釧路市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

バリアフリー工事
費に対する補助

④その他の要件

釧路市重度障がい者
（児）日常生活用具
給付事業　事業者登
録をした事業者

①高齢者・身
体障害者の
み

障がい者のみ対象→運
動機能障害３級以上又
は上肢障害２級以上

給付対象者が現に居住
している住宅のみ。借家
の原状回復は対象とし
ない。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

限度額の範囲で、バリアフ
リー工事費を補助。

○生活保護・非課税世帯→
１００％
○課税世帯→９０％

北海道
釧路町民間住宅耐震
補強工事費助成事業

釧路町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修に係る費用
補助限度額は、工事費の
10％または30万円（うち1/2
は道費)。

北海道
釧路町民間住宅耐震
改修解体工事費助成
事業

釧路町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

解体工事に係る費用
補助限度額は、工事費の
10％または20万円。

北海道
釧路町日常生活用具
給付等事業

釧路町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

身障者手帳の交付を受
けており、下肢体幹等移
動障害または非進行性
の脳障害3級以上の者

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

バリアフリー化工事に係る
費用

補助限度度額は、工事費
の90％または20万円。



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
厚岸町既存住宅耐震
改修費補助金

厚岸町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

耐震改修工事を行おうとする
者が自ら居住の用に供してい
る既存住宅であること。ただ
し、建築物の区分所有等に関
する法律 (昭和37年法律第69
号）による区分所有の住宅に
あっては、耐震改修工事につ
いて同法第３条の規定に基づく
管理組合の議決等を経ている
こと。

昭和56年５月31日以前に着工
された戸建て、二世帯、長屋、
共同住宅及び併用住宅（店舗
併用住宅で、店舗等の用途に
供する部分の床面積が延べ
床面積の２分の１未満のもの
を含む。）をいう。

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象経費は、耐震改
修工事及び耐震改修工事
の実施に伴う付帯工事に
係る経費とする。ただし、耐
震改修工事に明らかに寄
与しない工事は、当該工事
費を分離して算定し補助対
象経費から除外する。

補助率については段階分
けしています

北海道
厚岸町障害者等日常
生活用具給付等事業

厚岸町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
町が委託している業
者

③その他の
要件

障害者等
障害者等の居住してい
る住居

③その他 介護保険法が優先
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助率については段階分
けしています

北海道
既存住宅耐震改修費
補助

浜中町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

既存住宅〈昭和５６年５月３
１日以前に着工された戸建
等〉対象経費１０%≦かつ２
０万円・２０万円を下回る場
合は当該費用・当該費用３
００万円を超える場合は３０
万円。

北海道
浜中町住宅用太陽光
発電システム設置費
補助事業

浜中町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ③その他
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１ｋｗ/当たり・４万円よりＭ
ＡＸ５ｋｗ上限・２０万円。

北海道
標茶町既存住宅耐震
改修費補助事業

標茶町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

診断士派遣無し ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

10%

北海道
標茶町高齢者等住宅
改造費の助成

標茶町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

診断士派遣無し ⑤要件なし
②低所得者
のみ

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

生活保護世帯：（4/4）
町民税非課税者：（4/4）
所得税非課税者：（3/4）
所得税45千円以下：（2/4）
所得税45千円以上：（1/4）

北海道
弟子屈町住宅建築資
金利子補給制度

弟子屈町
⑤リフォーム促
進

住宅建築・リフォームの促
進

③利子補給
②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

住民登録している、又は
予定者で町内に住居を
構える者

特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定
融資額の1000万を限度に、
年1％以内で５年間

北海道
弟子屈町耐震診断・
耐震改修補助制度

弟子屈町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

住民登録している、又は
予定者で町内に住居を
構える者

特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定

昭和５６年以前の耐震改修
に対し助成を行う。（耐震改
修工事費の４５％（限度額
３０万円／件））

北海道
弟子屈町障害者等地
域生活支援事業　住
宅改修費

弟子屈町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ④要件なし 特になし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

移動円滑に対する補助　工
事費に対して２０万

北海道
弟子屈町住宅用太陽
光発電システム設置
費補助金制度

弟子屈町
③エコリフォーム
促進

太陽光発電システムの設
置

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

住民登録している、又は
予定者で町内に住居を
構える者

特になし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

5kw限度　1kwに対し3万円

北海道
鶴居村やさしい家づく
り助成事業

鶴居村
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

50%

北海道
鶴居村住宅用太陽光
発電システム導入事
業

鶴居村
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし 特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１KWあたり７万円で上限３
KW

北海道
根室市既存住宅耐震
改修費補助

根室市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

S56.5.31日以前に着工し
た住宅で自己の居住す
る住宅

S56.5.31日以前に着工し
た住宅で自己の居住す
る住宅

④要件なし ②工事費用に応じて決定 上限額30万円 工事費の10%（上限あり）

北海道
根室市住宅ﾘﾌｫｰﾑ資
金融資保証料補助

根室市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし 特になし ④要件なし ⑥その他
30万円以上500万円以下の
借入に生じた融資保証料
額を補助

100%

北海道
根室市勤労者福祉基
金

根室市 ⑥その他
勤労者の生活の健全化と
安定向上を期するため

④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

市内居住の勤労者で同
一職場に2年以上勤務し
ていること

特になし ④要件なし ⑥その他 上限額500万円
6ヶ月以上15ヶ年以内
長期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ＋0.3%
（変動金利）

北海道
別海町地域貢献中小
企業支援事業補助金

別海町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

別海町内に本店を置
く建設業者と契約締
結が必要

③その他の
要件

①町内に居住しており本人及び同
居の家族が徴税を滞納していない
者
②増改築を機会に町内に居住する
者で本人及び同居の家族が前住地
において市町村税を滞納していな
い者

町内で建築された住宅 ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

断熱工事費 断熱工事費の20％以内



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考
（工事内容、工事施工
者、実施住宅以外の要
件を記入して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考 備考 リフォーム実施住宅 補助率等

北海道
別海町住宅用太陽光
発電システム補助金

別海町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
施工に当たり町内の
事業者が必要に応じ
た形で携わること。

③その他の
要件

①町内に住所を有する者である事。
②年度の２月末日までに町内にお
いて自ら居住する住宅に新たに住
宅用太陽光発電システムを設置す
る者。
③本人及び同居の家族が町税等を
滞納していないこと。

町内で建築された住宅 ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

太陽光発電システムの設
置に要する費用

太陽電池の最大出力の値
に3.5万円を乗じて得た額。

北海道
別海町合併処理浄化
槽設置整備事業補助
金

別海町 ⑥その他 水洗化の促進
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
浄化槽工事登録業
者

③その他の
要件

①行政区域内(公共下水道処理区
域、漁業集落排水区域、農業集落
排水区域を除く。)において、個人住
宅、店舗併用住宅に10人槽以下の
合併処理浄化槽を設置しようとする
者

町内で建築された住宅
及び店舗併用住宅

④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

浄化槽の設置に要する費
用

浄化槽の設置に要する費
用
（限度額の範囲で100%）

北海道
別海町既存住宅耐震
改修費補助金

別海町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

別海町内にある既存住宅の耐震改
修を行う者。

①所有者自ら居住している住
宅。

②昭和５６年５月３１日以前に
着工した住宅で耐震診断の結
果、耐震性能評点１．０に満た
ない住宅

④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修工事及び耐震改修
工事の実施に伴う附帯工事
（外壁、屋根の更新、断熱改修
等を含む）に係る経費及び租
税特別措置法第41条の19の2
に規定する所得税の特別控除
の額の合計額

①補助対象経費が20万円を下回
る場合は当該対象費用の額。
②補助対象経費が200万円を超
える場合は補助対象経費の10%
③補助対象経費が200万円以上
300万円以下の場合は補助対象
経費の10%
④補助対象経費が300万以上の
場合は30万円を限度とする。

北海道
別海町アイヌ住宅改
良資金貸付

別海町 ⑥その他
アイヌの居住環境の整備改
善

④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

アイヌの居住する住宅の改良を行う
者

アイヌが自己の居住す
る住宅

④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定

住宅の全部又は一部の増
改築、修繕及び移転若しく
は模様替え又は設備の改
善資金

貸付条件
①利率　　　　年2ﾊﾟｰｾﾝﾄ
②償還期限　貸付日の属
する日から25年以内の期
間において規則で定める期
間
③償還方法　元利均等月
賦償還

北海道
別海町水洗便所改造
資金融資

別海町 ⑥その他 水洗化の促進 ④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

①建物の所有者又は改造について
所有者の同意を得た者
②町税を完納している事
③融資を受けた資金償還について
充分支払能力を有すること。
④処理開始の告示の日から３年以
内に工事を行うものである事。ただ
し、町長が特に認めるものは、この
限りでない。
⑤確実な連帯保証人がある事。

公共下水道処理区域内
及び集落排水処理区域
の建物

④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

既設のくみ取り便所を水洗
便所に改造するために要
する費用及びこれに伴う排
水設備工事費

融資条件
①利率　　　　年3.5ﾊﾟｰｾﾝﾄ
②償還期限　金額により決
定（30～60ヶ月以内）
③償還方法　元利均等月
賦償還

北海道
中標津町既存住宅耐
震改修費補助金

中標津町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修工事にかかる費
用

30万円を上限とし、補助対
象経費が200万円を超える
場合は、その10％、200万
円以内の場合は20万円、
20万円未満の場合は当該
費用の額

北海道
アイヌ住宅改良資金
貸付

中標津町 ⑥その他 住宅改修融資 ④融資(有利子） ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし アイヌ ②工事費用に応じて決定 年利２％２５年以内償還

北海道
水洗便所改造資金融
資

標津町 ⑥その他 便所水洗化促進 ④融資(有利子） ⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし 特になし ⑥その他 利子補給
便所１基の改修資金最高５
０万円。年利２％５０回以内
償還

北海道
アイヌ住宅改良資金
貸付

標津町 ⑥その他 住宅改修融資 ④融資(有利子） ⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし 道費補助有（１／４） アイヌ ⑥その他 利子補給 年利２％２５年以内償還

北海道
標津町既存住宅耐震
改修費補助金

標津町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 自らが居住する専用住宅 ④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修工事にかかる費
用

30万円を上限とし、補助対
象経費が100万円を超える
場合に、その10％を助成す
る。

北海道
羅臼町障害者地域生
活支援事業

羅臼町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

障害者又は障害児の内
重度障害者

特になし ④要件なし 特になし ②工事費用に応じて決定
9/10（所得水準に応じて、
自己負担額の軽減あり）


